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写 真 

日本側専門家事務所にて執務の様子 

（2013 年 5 月 15 日） 

 

合同レビュー調査団打ち合わせ 

（2013 年 5 月 23 日） 

プロジェクトにより供与された機材 

VEA 内のサーバールームに設置され、VEA 下の ITC

が保守担当（2013 年 5 月 17 日） 

VEA 内のサーバールーム 

NBDS のサーバーが保管されている。 

（2013 年 5 月 17 日） 

 

合同レビュー調査団による MARD での聞き取り

（2013 年 5 月 23 日） 

羽地専門家が実施するGISソフトウェアについて

の研修を受講中のナムディン省 DONRE スタッフ

（2013 年 5 月 24 日） 

 



 

ナムディン省 DONRE での日・越合同調査団による

聞き取り（2013 年 5 月 24 日） 

 

シュアン・トゥイ国立公園内部 

ラムサール条約登録湿地でもある。公園内部にバ

ッファー及びコアゾーンが設置されている。 

（2013 年 5 月 25 日） 

シュアン・トゥイ国立公園バッファーゾーン内に

ある貝養殖のためのやぐら。周囲には、同様のや

ぐらが林立している。（2013 年 5 月 25 日） 

シュアン・トゥイ国立公園周辺のエビ養殖池。 

バッファーゾーン内にも多数のエビ養殖池がみ

られる。（2013 年 5 月 25 日） 

JCC：Ms. Nhan（BCA、Deputy Director/ Project 

Deputy Director）によるプロジェクトの進捗と

今後の展望 （2013 年 5 月 30 日） 

JCC：日・越レビュー調査団総括による評価報告

書への署名（2013 年 5 月 30 日） 
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中間レビュー要約表 
１. 案件の概要 
国名：ベトナム社会主義共和国 案件名：国家生物多様性データベースシステム開発プロ

ジェクト  
分野： 生物多様性保全 援助形態：技術協力 
所轄部署：地球環境部  協力金額（評価時点）：約 3.1   億円 
 
協力期間 

討議議事録（R/D）：2011 年 4 月

22 日 
先方関係機関：天然資源環境省（MONRE）、環境総局

（VEA）、生物多様性保全局（BCA）、ナムディン省天然

資源環境局（DONRE）、科学技術省（MOST）、農業農

村開発省（MARD）、ベトナム科学技術院（VAST）、計

画投資省（MPI） 
（延長）： 日本側協力機関： 環境省 
フォローアップ（F/U）： 他の関連協力：円借款「気候変動対策支援プログラム

（SP-RCC）」 
１－１ 協力の背景と概要 
国家生物多様性データペースシステム開発プロジェクトはプロジェクト期間の中間点をまもなく

迎えることから、ベトナム社会主義共和国（以下、「ベトナム」と記す）との合同で、中間レビュー

調査を実施することとした。本調査の目的は、以下の 5 つからなる。1）「プロジェクトの進捗及び

成果の達成度の確認」、2）「評価 5 項目による評価」、3）「実施プロセスにおける促進・阻害要因を

特定」、4）「プロジェクトの後半に取るべきアクションについての日本側及びベトナム側との合意」、

5）「合同調整委員会（JCC）でのミニッツへの署名による確認」である。必要に応じて、プロジェ

クト・デザイン・マトリックス（PDM）の改訂を提案し、プロジェクト残期間中の活動実施を支援

する。また、本レビューの結果を報告書として取りまとめ、JCC へ提出する。本プロジェクトは、

円借款附帯プロジェクトであることにかんがみ、「SP-RCC ローン」との関連性においてもレビュー

を実施する。 
 

１－２ 協力内容 
（1） 実施期間 

2011 年 11 月 17 日～2015 年 3 月 31 日 
（2） 対象地 
ベトナム国ハノイ、ナムディン省及びベトナム国全土。 

（3） ターゲットグループ 
BCA、VEA、ナムディン省 DONRE 

（4） プロジェクトの枠組み（PDM ver. 1.1/ 2012 年 3 月 14 日） 
 
（１）上位目標： 
第 2 世代の国家生物多様性データベースシステム（NBDS）が開発される。 
 

（２）プロジェクト目標： 
 第 1 世代の NBDS が開発される。 
 
（３）アウトプット（成果）： 

1. MARD、科学技術局（DOST）、VAST 及びその他の関連省庁・機関、研究所の協力により NBDS
の基本設計が構築される。 

2. NBDS のデータ・情報の共有、管理、利用に関して、他の機関との協力メカニズムが提言さ

れる。 
3. ナムディン省の生物多様性データベースが NBDS の一部として開発される。 
4. NBDS の運営・管理・利用に関わる関係者の能力が向上する。 
 

１－３ 投入（レビュー時点） 
日本側：総投入額 1.5 億円 
専門家派遣 9 名 
機材供与 （Arc GIS 購入費含む）  508 万 5,640 円 
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研修員受入 17 名  
その他 （パイロット調査委託費） 760 万 3,000 円  
現地業務費            470 万 8,000 円 
 

相手国側： 
カウンターパート（C/P）配置：パートタイムで関係機関より 24 名〔うち 6 名はナムディン省

及びシュアン・トゥイ国立公園（XTNP）所属〕 
ローカルコスト負担：プロジェクト事務所、家具、会議スペース及び光熱費 

  その他：該当なし。 
 
２. 評価調査団の概要 
 調査者 日本側団員構成 

氏名 分野 所属 出張期間 
畑 茂樹 総括 国際協力機構（JICA）地球

環境部 技術審議役 
2013 年 5 月 21 日～31 日

米田 政明 
 

生物多様性情報

システム 
JICA 非常勤客員専門員 2013 年 5 月 19 日～31 日

高橋  進 生物多様性保全

行政 
共栄大学 教育学部教授 2013 年 5 月 22 日～31 日

谷口 光太郎 
 

協力企画 /援助

戦略 
JICA 地球環境部 森林・自

然環境保全第一課 
2013 年 5 月 19 日～31 日

江波戸美智子 評価分析 日本工営株式会社 コンサ

ルタント海外事業本部 
環境事業部 環境技術部 

2013 年 5 月 14 日～31 日

 
ベトナム側評価メンバー 

氏名 所属と役職 
Mr. Nguyen Minh 
Cuong 

Deputy Director, Department of International Cooperation and science, 
Technology, VEA, MONRE（天然資源環境省環境総局国際協力・

科学技術局 副局長） 
Mr. Nguyen Manh 
Trung 

Finance and Planning Department, VEA, MONRE（天然資源環境省

環境総局経済計画局 副局長） 
Dr. Phan Thi 
Thanh Hoi 

Hanoi National University of Education（ハノイ国家教育大学 生物

学専門家） 
Mr. Bui Ngoc Anh FPT University, Hanoi（ハノイ FPT 大学 IT 専門家） 

 

調査期間  2013 年 5 月 14 日〜5 月 31 日 
（官団員は 5 月 19 日～31 日まで） 

評価種類：中間レビュー 

３. 評価結果の概要 
３－１ 実績の確認 

投入の実績： 
日本側投入 
 9 名の専門家の投入は、投入時期、人数、担当専門分野ともに適切であった。 
 R/D 及び PDM（ver. 1.1）に基づき、日本及びベトナム国側の投入実績を確認した。日本側に

予定されていた、機材及び追加購入することとなった Arc GIS（ソフトウェア）等、508 万

5,640 円相当はすべて調達された。主な供与機材には、サーバーが含まれるが、現在 VEA の

情報技術センター（ITC）が管理するサーバールームにて、適切に保守・管理が行われてい

ることが確認された。また、それ以外の供与機材も、すべて良好な状態で利用されている。

 現地業務費として、470 万 8,000 円、XTNP 内で実施されたパイロット調査の費用として 760
万 3,000 円が支出された。 

 
ベトナム側投入 
 ベトナム国側からの予定されている投入は、プロジェクト全期間中には C/P 予算として

in-kind 及び in-cash で 50 万米ドル相当が予定されている。このうち、専門家への事務所、家

ii



 

 
 

具及び光熱費が計画通り供与されていることが確認された。In-cash での支出に関しては、調

査期間中には精査することができなかった。 
 現在までに、関係各機関より 24 人のスタッフがパートタイムでプロジェクト活動に参加し、

17 名が本邦研修に参加した。 
 
PDM（ver. 1.1） に基づく活動の実績： 
 すべての活動は、おおむね計画とおりに実施されている。若干の遅滞が認められたのは、ア

ウトプット 1 の NBDS の基本設計に係る作業と、アウトプット 3 のナムディン省でのパイロ

ット調査であった。以下、各アウトプットの実績の要約を記す。 
 
アウトプット（成果）1： MARD、DOST、VAST 及び、その他の関連省庁・機関、研究所の協

力により NBDS の基本設計が構築される。 
 C/P によりテクニカル・ワーキング・グループ（TWG）が情報技術（IT）及び生物多様性・

モニタリングという 2 グループ形成された。IT の TWG では、NBDS に必要なソフトウェア、

ハードウェアの仕様を検討、確定し、それに基づき、機材の調達が行われた。調達された機

材は、指定された場所に設置され、ベトナム側により利用・維持・管理が適切に行われてい

る。生物多様性・モニタリンググループでは、国家生物多様性モニタリングコアセット指標

の検討を進めている。生物多様性・遺伝子多様性に関する追加データに対応するデータスト

ラクチャ、「アーキテクチャ」についても検討を行った。しかし、いずれも、VEA、BCA 及

び TWG のメンバーの技術的専門的知識が技術的決定をするのに十分ではないことから、コ

アセット指標を最終化できず、このことが、「データストラクチャ」や「アーキテクチャ」に

関連する作業の進捗を妨げている。 
 

アウトプット（成果）2：NBDS のデータ・情報の共有、管理、利用に関して、他の機関との協力

メカニズムが提言される。 
 ベトナムでは、生物多様性に関するデータは、各省庁、研究所、大学などに散在している。

NBDS の構築に必要となるデータを入手するためには、これらの機関の協力を得ることが必

須である。プロジェクトでは、これまで、関係省庁・機関を対象に、データの所有状況に関

する調査を実施し、結果を集計した。これに基づき、協力メカニズムを構築するための提言

の素案を作成している。この提言に基づく法的文書の作成も視野に入れている。 
 

アウトプット（成果）3：ナムディン省の生物多様性データベースが NBDS の一部として開発さ

れる。 
 2012 年 12 月にナムディン省の XTNP で第一回目のパイロット調査では、調査すべき指標の

選定と業務委託先の選定に時間がかかった。しかし、調査を網羅的にすることと、業務委託

先の技術力に見合った調査内容に変更するので、適切な委託先の選定を行い、全体の進捗は、

大幅に遅れることはなかった。中間レビュー調査までの時点で、報告書が調査委託機関によ

り提出された。また、収集されたデータは NBDS の一部として入力され、調査結果に基づく

XTNP に適用されるべき生物多様性モニタリング指標、調査手法の開発がおこなわれている。
 

アウトプット（成果）4：NBDS の運営・管理・利用に関わる関係者の能力が向上する。 
 IT 及び生物多様性・モニタリング関連の 2 つの TWG を対象にベトナム国内でセミナーやワ

ークショップを実施して、能力向上を行った。また、プロジェクト要員の本邦研修もこれま

で 3 回実施した。 
 

プロジェクト目標：第一世代の NBDS が開発される。 
 「データストラクチャ」には、地球規模生物多様性情報機構（GBIF）が適用されている。ま

た、将来、想定される利用者が必要とするのであろうデータについてレビューを行った。2013
年 3 月末まで、ベトナムのレッドリスト 2003 の入力が完了した。2012 年 12 月の XTNP で実

施されたパイロット調査のデータも NBDS に入力されている。 
 
上位目標：第 2 世代の NBDS が開発される。 
 現時点では、発現していない。しかし、上位目標の達成に必要とされる地理情報システム

（GIS）ソフトを使用するための技術移転は既に、実施されている。 
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３－２ 評価結果の要約 
 
（１） 妥当性：高い 
 ベトナムは、生物多様性条約（CBD）締約国である。そのため、生物多様性保全のためのモ

ニタリングの義務、クリアリング・ハウス・メカニズム（CHM）を通じた情報共有などは、

ベトナムの国際的な責務である。国の政策にも環境配慮を積極的に反映する姿勢が見受けら

れる。本プロジェクトは、2008 年に発令された生物多様性法に基づき、国家レベルでの生物

多様性データベース作成実施の担当機関である MONRE を支援するものである。また、日本

の政府開発援助（ODA）中期政策や国別援助政策などの重点分野とも合致している。したが

って、妥当性は高い。 
 

（２） 有効性：やや高い 
 プロジェクト活動は、若干の遅れと解決すべき問題点はあるものの、おおむね計画どおりの

進捗とアウトプットの達成度が確認された。したがって、プロジェクト期間中にプロジェク

ト目標が達成される可能性は比較的高い。 
 

（３） 効率性：やや高い 
 日本側からの投入は、数・質・タイミングいずれも適切であった。一方で、ベトナム側から

は、専門家執務室の提供などはあったものの、それ以外の資金の拠出は本レビュー調査期間

中に精査することができなかった。ミーティング費用等も十分ではなく、関係者間の会合の

回数、あるいは、ローカル専門家の関与などにも影響を与えている。したがって、ベトナム

側へもこれらのコストの負担を求めていく必要がある。両国の投入のアンバランスと投入の

量がプロジェクト活動に適切でなかった事例も一部認められたことから、効率性はやや高い

と評価できる。 
 
（４） インパクト：高い（想定） 
 既にプロジェクトでは、第 2 世代で必要になる GIS に関わる技術移転を開始しており、

MONRE が支援を行えば、上位目標の達成は、プロジェクト終了後の数年以内に高い確率で

達成できるものと見込まれる。 
 

（５） 持続性：中（想定） 
 本プロジェクトでは、NBDS の開発の指針となる基本設計を作成するが、それを基に、NBDS

の開発をプロジェクトの終了後も継続していくかどうかは、ベトナム側の継続した資金・人材

の確保、協力メカニズムの構築が前提条件になる。中間レビューの時点では、ベトナム側は具

体的な方針を持っておらず、プロジェクトの成果を生かした、次世代の開発が実施可能性を判

断する促進要因が認められない。したがって、持続性は、中程度とした。 
 

３－３ 効果発現に貢献した要因 
 ベトナム側関係者の中には、日本人から技術的なことだけでなく仕事の進め方など多くを学び

たいという意欲の高い人材もあり、日本側関係者との関係性は良好で、プロジェクト実施に良

い影響をもたらしている。また、ベトナム側は、日本側専門家が他の関係機関とのミーティン

グや訪問の際には、事前に調整をするなどして、業務が円滑に行えるよう支援をしている。 
 ベトナム政府の政策環境は特に変化はなく、プロジェクト開始時点から良好な環境を保ってい

る。中間レビュー時点では、生物多様性保全アクションプラン（2008 年）を策定し、現在、改

訂作業を行っていた。また、2012 年には、緑の開発戦略を策定し、環境と経済開発の共生を推

進している。このことは政府の環境に対する強い関心を示すと同時に、効果的かつ効率的なモ

ニタリングシステムの必要性にもつながる。 
 また、MARD の漁業局（D-Fish）は、海洋・内陸水域システムのデータベースを開発中である。

このデータベースが完了すれば、NBDS との連携も可能である。 
 
３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 
 NBDS プロジェクトでは、特にアウトプット 1 とアウトプット 2 の達成には、関係者間での協

議は非常に重要である。しかし、ミーティングに参加する際の手当などが十分でなく、ミーテ
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ィングの開催頻度やローカル専門家の参加が制限された。 
 BCA/VEA は政策策定及び実施を行う機関である。プロジェクトの成果がベトナムに合致した

ものであるかどうかという技術的な判断をするためには、外部からの技術的インプットが必要

になる。当初、TWG がこの技術的な判断をする役割を果たすことになっていたが、実際は、

TWG のインプットだけでは、BCA/VEA が判断をするには十分ではなかった。一方で、プロジ

ェクトではこれまで、ローカル専門家の関与を制度化していなかったので、TWG は意図され

た機能を十分に果たすことができなかった。 
 「アーキテクチャ」の理解が日本側・ベトナム側で異なることが、本調査中に明確になった。

2010 年 6 月 23 日の詳細計画策定時の「アーキテクチャ」の定義にはハードウェアのみをさす

用語として定義づけられていた。しかし、NBDS を運営・管理していくためのシステムに関し

ても言及することがプロジェクトのアウトプットの一部として必要であることから、「アーキ

テクチャ」の定義付けを本レビュー調査中に見直すこととした。 
 

３－５ 結論 
 プロジェクトの進捗はおおむね計画通りである。アウトプットはまだ、明確に確認することは

できないが、プロジェクト後半で達成されることが想定される。プロジェクトは、高い妥当性

を保ち、比較的高い有効性と効率性を達成している。想定されるインパクトは高く、持続性は

中程度である。３－４に示された問題点は、３－６に示す提言としてベトナム側と共有し、JCC
にて確認を行った。 

 
３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

以下にプロジェクト各関係者への提言を示す。 
 

JCC への提言 
本レビュー調査団が提案する改訂 PDM（案）では、アウトプット 1 から 3 までは指標及び指標

入手手段とアウトプット 4 の記載を、「NBDS の運営能力と、利用に関する意識が向上する」と変

更することを提案している。改訂 PDM（案）を早急に承認することを提案する。 
 

プロジェクトへの提言 
 プロジェクト要員の更なる能力の向上をオンザジョブ・トレーニング（OJT）を通じて実

施する。 
 関係機関との協力関係の構築・維持のためにニュースレターなどを通じて情報共有を更に

進める。また、NBDS のデモンストレーションを実施するなどして、政策立案者などにも

広く NBDS の目的や、活用方法などについて周知する。 
 プロジェクトの成果物として、また、ベトナム側が将来も継続して活用できるようなガイ

ドラインやマニュアルなどを作成する。 
 プロジェクト要員の間で使われている用語、「アーキテクチャ」や「プロポーザル（マスタ

ースキーム）」などについての定義付けを、再度確認し、合意する。また、「パイロット調

査」の目的とスコープについてプロジェクト要員と再度確認する。 
 本調査の提言に対する対応のモニタリングを実施する。 
 CBD や ASEAN 生物多様性センター（ACB）、国際自然保護連合（IUCN）などと協力しリ

ソースの強化を模索する。 
 

実施機関（VEA）への提言 
 国家生物多様性モニタリングコアセット指標を 2014 年 1 月までに最終化する。 
 NBDS のデータ・情報の共有、管理、利用のための協力メカニズムを構築するための法的

文書を作成する。 
 NBDS の開発、維持・管理に係る作業計画の作成や、開発作業のモニタリング及び関係機

関との調整を図ための、NBDS フォーカルポイントを BCA あるいは VEA 内で任命する。

 技術的な意思決定のためのローカル専門家の起用と技術レビュープロセスを適用する。 
 プロジェクト要員予算（C/P 予算）の拠出の増額。 
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MONRE への提言 
 日本が実施する SP-RCC（円借款）からの予算を獲得する。 

 
JICA への提言 
 「気候変動対策プログラムローン」からのプロジェクトへの予算獲得の支援や、「サバ州生物

多様性・生態系保全のための持続的開発プロジェクト（SDBEC）」との知見の共有を促進す

る。 
 ラムサール事務局からの協力を得て、XTNP 管理改善を支援する。 
 

３－７ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、運

営管理に参考となる事柄） 
 PDM はプロジェクト実施・運営のロードマップになるものなので、関係者間での理解に齟齬

がないよう、記載内容は明確にする必要がある。 
 実施機関の選定には、綿密な関係者分析を行い、C/P 機関の人材の配置・予算規模などを考

慮し、技術協力プロジェクトの目的と相手国側の責任の範囲を明確にすることが重要である。
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第１章 調査の概要 

 
１－１ プロジェクトの背景 

 ベトナム社会主義共和国（以下、「ベトナム」と記す）の国土は地球の全表面積の 1%以下を占める

に過ぎないが、世界の生物種の約 10%を有し、世界的にも生物多様性が極めて豊かな国である。しか

し、近年の飛躍的な経済成長を背景に、土地利用の変化や開発が進行しており、生態系の破壊を招い

ている。また、気候変動による影響が極めて大きいことが予測されており、生物多様性の大規模な損

失も懸念されている。例えば、国際NGOであるコンサベーション・インターナショナル（Conservation 
International：CI）は、「地球規模で生物多様性が高いにもかかわらず、破壊の危機に瀕している地域」

として世界 35 カ所の生物多様性ホットスポット（2013 年時点）を発表し、ベトナムはその 1 つに含

まれる1。また、ベトナムの絶滅危惧種は 882 種（2007年時点）であり、1992年から 1996 年の時点よ

り 161 種増加している2。 
 こうしたなか、ベトナムは生物多様性条約（Convention on Biological Diversity：CBD）をはじめとす

る国際条約に積極的に加盟している。また、国内法制としては、2008 年には生物多様性保護法を制定

し、2009 年 7 月から施行している。同法において、天然資源環境省生物多様性保全局（Biodiversity 
Conservation Agency, Vietnam Environment Administration, Ministry of Natural Resources and Environment：
BCA)は、生物多様性保全国家計画を策定するほか、生物多様性をモニタリングするための基礎調査の

実施、生物多様性データベースの構築、その利用の推進、生物多様性状況の報告などについて主導的

役割を担うこととされている。また同法は、人間の社会経済活動や気候変動等による生物多様性の顕

著な損失をくいとめるという生物多様性条約の目標に貢献することを求めている。 
 しかし、ベトナムにおける生物多様性に関する情報は集約されておらず、関係省庁や研究所・大学

機関などに散在し、また、体系的に生物多様性をモニタリングし評価するための基礎調査も行われて

おらず、国家レベルにおいて生物多様性を評価することが困難な状況となっている。このため、体系

的なモニタリングを基に、データの集約と公開を担うデータベースシステムの開発を目的に、ベトナ

ム政府は 2009 年度にわが国に対し技術協力を要請し、2010 年度新規案件として本プロジェクトは採

択された。右要請内容を踏まえ、2010 年 6 月に詳細計画策定調査を実施し、本プロジェクトの協力内

容に関して、BCA等の先方関係機関と基本的に合意した。これに基づき、2011年 4 月 22 日、ハノイ

にて討議議事録(Record of Discussion：R/D)の署名・交換を行った。プロジェクトは 2011 年 11 月から

開始した。 
  
１－２ 中間レビューの目的 

ベトナム「国家生物多様性データベースシステム開発プロジェクト（以下、「本プロジェクト」と記

す）」中間レビュー調査（以下、「本中間レビュー」と記す）は、『新 JICA 評価ガイドライン』（2010
年 6 月第 1 版）及び、2012年 3 月 14 日に合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）で承

認された改訂プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）version 1.1（添付

資料 1-Annex 1）に基づき、5 月 14日から同月 31 日の期間で実施された。本調査の目的は以下のとお

                                                        
1 http://www.conservation.org/global/japan/priority_areas/hotspots/Pages/overview.aspx 
2 4th COUNTRY REPORT VIETNAM’S IMPLEMENTATION OF THE BIODIVERSITY CONVENTION [Draft] 
  http://www.cbd.int/doc/world/vn/vn-nr-04-en.pdf 
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りである。 
(1) 計画に対する投入及び活動実績の確認 
(2) 評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）の横断的視点からの評価 
(3) 実施プロセスにおける促進・阻害要因の特定 
(4) プロジェクト期間内に目標達成のために必要な対策や変更に関する提言 
(5) プロジェクト期間中に取るべきアクションの確認 
本プロジェクトは、円借款付帯プロジェクトであることにかんがみ、「気候変動対策支援プログラム

（Support Program to Respond to Climate Change：SP-RCC）」との関連性においてもレビューを実施する。 
本中間レビューの結果は、報告書としてとりまとめ、2013年 5 月 30 日 JCC へ提出された。 
 

１－３ 中間レビュー調査団員 

日本国とベトナム、両国のレビュー調査団員は以下のとおりである。 

 

(1) 日本側 

氏名 分野 
 

所属 

出張期間 

畑 茂樹 総括 国際協力機構（JICA）地球環境部 

技術審議役 
2013 年 5 月 21 日～31 日 

米田 政明 生物多様性情報システム JICA 非常勤客員専門員 2013 年 5 月 19 日～31 日 
高橋 進 生物多様性保全行政 共栄大学 教育学部 教授 2013 年 5 月 22 日～31 日 
谷口 光太郎 

 

協力企画/援助戦略 JICA 地球環境部 森林・自然環境

保全第一課 
2013 年 5 月 19 日～31 日 

江波戸 美智子 評価分析 日本工営株式会社 コンサルタン

ト海外事業本部 環境事業部 環

境技術部 

2013 年 5 月 14 日～31 日 
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(2) ベトナム側 

氏名 職位・分野 所属 

Mr. Nguyen Minh Cuong 副局長 天然資源環境省（MONRE）ベトナム環境総局

（VEA）国際協力・科学技術局 
Mr. Nguyen Manh Trung  副局長 MONRE VEA 財務計画局 
Dr. Phan Thi Thanh Hoi 生物学専門家 ハノイ国家教育大学 

Mr. Bui Ngoc Anh 情報技術（IT） 専門家 ハノイ大学 

 
１－４ 中間レビュー調査日程 

本レビュー調査では、プロジェクト要員への聞き取り、シュアン・トゥイ国立公園（Xuan Thuy 
National Park：XTNP）への視察などを以下の日程で実施した。 

 

日

順 

月日 内容 宿泊 

1 5 月 14 日（火） 【江波戸・評価分析】10：00 東京/ 成田発（JL5001） →13：45
ハノイ到着 

到着後、専門家聞き取り。 

ハノイ 

2 5 月 15 日（水） 08:30 – 10:00: ベトナム事務所（打ち合わせ） 
13:30 – 14:30: MONRE VEA及びBCA、ベトナム側評価団員への

中間レビュー調査概要説明 
14:45 – 17:00: BCA職員への聞き取り 

ハノイ 

3 5 月 16 日（木） 08:30 – 10:00: 環境情報文書センター（CEID）聞き取り 
14:00 – 16:00: べトナム科学技術院（VAST）生態学・生物資源研

究所（IEBR）聞き取り 

ハノイ 

4 5 月 17 日（金） 08:30 – 10:00: VEA 情報技術センター（ITC）聞き取り 
13:30 – 15:00: VEA 環境モニタリングセンター（CEM）聞き取

り 

ハノイ 

5 5 月 18 日（土） 資料整理 ハノイ 

6 5 月 19 日（日） 資料整理 

【米田】17:55 東京/成田発（JL751）→22:10 ハノイ着 

ハノイ 

7 5 月 20 日（月） 

 

午前：プロジェクト専門家への聞き取り 
13:30 – 15:00: 農業農村開発省（MARD）漁業局（D-Fish）聞き

取り 
15:00 – 16:30: MARD 森林総局（VNFOREST）聞き取り 

ハノイ 

8 5 月 21 日（火） 09:00 – 11:00: ベトナム国立大学（VNU）ハノイ校天然資源環境

研究センター（CRES）聞き取り 
午後：資料整理 
【畑・谷口】17:55 東京/成田発（JL751）→22:10 ハノイ着 

ハノイ 

9 5 月 22 日（水） 09:00 – 12:00: JICA ベトナム事務所打合せ ハノイ 
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13:30 – 15:30: ベトナム側レビューメンバー打合せ 
14:00 – 16:00: MARD 科学技術局（DOST） 
【高橋】17:55 東京/成田発（JL751）→22:10 ハノイ着 

10 5 月 23 日（木） 08:30 – 12:00: 全体会合（VEA、BCA、ベトナム側レビューメン

バー） 
13:30 – 15:30: BCA協議 
15:45 – 16:30: ラムサール条約担当者 
16:30 – 17:15: ASEAN 生物多様性センター（ACB）担当者 

ハノイ 

11 5 月 24 日（金） 09:00 – 12:00: 移動（ナムディン省ナムディン市へ） 
13:30 – 14:30: ナムディン省人民委員会（PPC）表敬 
14:30－16:00: ナムディン省天然資源環境局（DONRE）聞き取

り 
16:00 – 18:00: 移動（XTNP へ） 

XTNP 

12 5 月 25 日（土） 08:30 – 10:30:XTNP 事務所協議 
10:30 – 11:30 :XTNP 施設視察 
13:30 – 15:00:XTNP 視察 
15:00 – 19:00: 移動（ハノイへ） 

ハノイ 

13 5 月 26 日（日） 終日：団内打合せ ハノイ 

14 5 月 27 日（月） 午前：資料整理・団内協議 
14:00 – 15:00: BCAとの協議 

ハノイ 

15 5 月 28 日（火） 08:30 – 12:00: 全体会合（VEA、BCA、ITC、CEID、IEBR、MARD、
ナムディン省DONRE、XTNP、ベトナムレビューメンバー等） 
午後：報告書作成・団内協議 

ハノイ 

16 5 月 29 日（水） 09:00 – 11:30: ベトナム側レビュー団長との協議 15:20 – 15:50: 
JICAベトナム事務所報告 
16:00 – 16:40: 日本大使館報告 

ハノイ 

17 5 月 30 日（木） 08:30 – 12:00: JCC 
23:50 ハノイ発（JL752） 

機中泊 

18 5 月 31 日（金） 成田着 － 

 

１－５ 評価手法 

本中間レビューは、2013年 5 月 14 日から 31 日まで、合同レビュー調査団（調査団）により実施し

た。本調査は、『新 JICA評価ガイドライン』に基づき、表１に示す「評価 5 項目」の観点から実施さ

れた。  
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表１ 評価5項目 

 

調査団は、これらの評価 5 項目に基づき、調査・質問項目、情報収集方法を「評価グリッド」（別

添資料 03）としてまとめ、各種報告書のレビュー、聞き取り、目視、視察などにより情報収集を行っ

た。本レビューの結果は、本報告書にまとめた。レビューの結果は本報告書に取りまとめた。なお、

中間レビューであるため、「有効性」「効率性」に重点を置いて調査を実施した。 
 

１－６ プロジェクトの概要 

先に述べたとおり、本プロジェクトは、2011 年 11 月 17 日から実施されており、終了予定は、2015
年 3 月 31 日である。PDM ver. 1.1（別添資料 01-Annex 1）による事業概要は以下のとおりである。 

 

上位目標 

第 2 世代の国家生物多様性データベースシステム（National Biodiversity Database System：NBDS）が

開発される。 

プロジェクト目標 

第 1 世代のNBDS が開発される。 

アウトプット 

1. DOST、VAST 及びその他の関連省庁・期間、研究所の協力により NBDS の基本設計が構築され

る。 

2. NBDS のデータ・情報の共有、管理、利用に関して、他の機関との協力メカニズムが提言される。 

3. ナムディン省の生物多様性データベースがNBDS の一部として開発される。 

4. NBDS の運営・管理・利用に関わる関係者の能力が向上する。 

評価 5 項目 説明 

妥当性 プロジェクト目標と上位目標が、ベトナム、及び日本の政策に合致しているか。また、ベ

トナムのニーズに合致しているか。国際的な条約などに合致しているか。 
有効性 プロジェクト期間中のプロジェクト目標達成の可能性。プロジェクトアウトプットのプロ

ジェクト目標への貢献度。 
効率性 投入とプロジェクトアウトプットの達成への貢献度（投入の量・質・タイミングの適切さ）

インパクト プロジェクトにより、直接的・間接的にもたらされた、正・負の変化。上位目標の達成度。

持続性 プロジェクトによりもたらされた正の変化がプロジェクト終了後も維持・継続、あるいは

さらなる開発につながる可能性。 
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第２章 事業実績の達成度 

 
本章は、PDM ver. 1.1 に基づき、中間レビュー時点での事業の実績と指標の達成状況に関してまと

める。 

 

２－１ 投入の実績 

調査期間中に日本側・ベトナム側の事業投入に関して調査し、その結果は表２のとおりである。な

お、本プロジェクトでは、「カウンターパート（Counterpart：C/P）」とは厳密には、政府により直接任

命されたプロジェクト運営に直接かかわる人材を示しており、研修等のプロジェクトの活動に参加し、

技術移転の対象になる MONRE 下の VEA や地方省の人材を含めて、プロジェクト要員（Project 
Personnel）と表記する。しかし、予算の項目などで「C/P」と使われている場合には、そのままの表記

とする。 

 

表２ 日本側・ベトナム側の事業投入 

投入 投入に関する調査結果 別添資料 

日本側専門家 i) 2011年11月～2013年3月までに計画通り9名の日本側専門家が

ベトナムに派遣され、業務を取り行った。 
ii) 2013年3月までの時点で、計画通り37.93人月を投入。 

別 添 資 料

01-Annex 4 

ベトナム側プロジ

ェクト要員 

i) 24 名のパートタイムのプロジェクト要員が活動に参加した。

このうち、6名はナムディン省及びXTNPから配置された。 
ii) すべてのC/Pは、現在も、派遣元の機関あるいは事務所で勤

務している。    

別 添 資 料

01-Annex 5 

ベトナム側による

プロジェクト実施

体制の設立 

討議議事録（R/D）で合意されたとおり、ベトナム側はプロジェク

ト実施体制を整えた。 
i) プロジェクト・マネジメント・ユニット（PMU） が設立され

た。（2011年10月17日MONRE Decision No 1911/QD-BTNMT） 
ii) 2 つのテクニカル・ワーキング・グループ（TWG）が設立され

た。（2012 年 6 月 11 日VEA Decision No 569/QD-TCMT） 
iii) JCC が設立された。（2012年 1 月 17 日MONRE Decision No 

65/QD-BTNMT） 

 

供与機材 i) R/Dで合意された508万5,640円相当のすべての供与機材は調

達され、適切な場所に設置された。 
ii) すべての供与機材は良好に機能しており、有効に活用されて

いる。 

別 添 資 料

01-Annex 6 

ベトナム側投入 i) 計画どおり、プロジェクト事務所、家具、会議スペース、光

熱費などが提供された。 
 

日本側現地業務費 i) 現地業務費として 470 万 8,000 円が支出された。 
ii) パイロット調査及びデータ集計のための業務委託費用として
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投入 投入に関する調査結果 別添資料 

760 万 3,000 円が支出された。 
本邦研修 i) 本邦研修は 3 回にわたり実施され、17名のベトナムプロジェ

クト要員が参加した。  
ii) 研修の内容は、1）生物多様性保全政策実施、管理、パートナ

ーシップ、2）生物多様性保全、3）生物多様性データベース

保守・管理である。 

別添資料

01-Annex 7 

ベトナム側の現地

業務費 

i) ほとんどすべての投入は、「in-kind（物品供与）」であり、「in-cash
（資金）」供与という形での投入については、データの内容を

精査できず、明確なものは確認できなかった。 

 

他のリソース i) プロジェクトの物理的なリソース（資金や人材）を補強する

ような他のリソースは認められなかった。しかし、技術的な

助言を、外部機関に求めることはあった。 

 

 
２－２ 活動の実績 

プロジェクト活動の進捗は、おおむねPDM ver. 1.1に基づく活動計画（Plan of Operations：PO）のと

おりである。若干の進捗の遅れがアウトプット1及びアウトプット3に関連する活動に認められたが、

プロジェクト目標の達成に大きな影響はない。 
アウトプット1では、NBDSに必要とされるデータの範囲が拡大されたことが進捗の遅れの原因とな

っている。プロジェクト開始当初は、分類データを主体としたデータベースが想定されていたが、本

プロジェクトの実施機関であるVEA及びその下部組織であり本プロジェクトのC/P機関であるBCAは、

生物多様性モニタリングコアセット指標を検討する作業を通じて、想定されていた以上のデータが必

要であることを理解した。日本側専門家もその新たなニーズに可能な範囲で対応している。しかし、

中間レビュー調査時点では、BCA/VEA及び、技術的検討をすべきTWGには、技術的な決定をするた

めの必要な専門的な知識が不足しており、NBDSに収録されるべきデータ及びコアセット指標は最終

化されていない。 
アウトプット3の遅れは、XTNPで実施されたパイロット調査の再委託先選定と、調査すべき指標の

選定に時間を要したことによる。このため、再委託先の業務内容の見直しや、調査を網羅的なものに

することで、2012年12月に調査を実施した。したがって、後半への影響は認められない。 
 

２－３ アウトプットの実績 

２－３－１ アウトプット 1 の達成度 

アウトプット 1:  
MARD、DOST、VAST 及びその他の関連省庁・機関、研究所の協力によりNBDSの基本設計が構

築される。 

指標 実績 

1-1 NBDS のデータフォーマッ

ト、ソフトウェア、ハードウ

ェアの仕様が確定される。 

i) NBDSのデータストラクチャの仕様はTWGのミーティングで検

討された。2013年3月までに11回のTWGミーティングと1回のワ

ークショップが開催された。 

7



 

 

ii) TWGミーティングではインセプション・レポート（IC/R）に示

されたデータベース構造（メタデータ、種、Occurrenceなど）に

関して検討、合意が成立。 
iii) 追加のデータ構造（エコシステム・遺伝子多様性）については、

検討中。 
iv) NBDSのソフトウェア及びハードウェアの選定をBCAと共同で

実施。 
v) すべてのソフトウェア及びハードウェアの調達は完了。 

1-2 第2世代のNBDSのロードマ

ップが開発される。 
i) ロードマップの素案作成済み（プロジェクト後半にて最終化）。

（その他の関連実績） - 国家コアセット生物多様性モニタリング指標が、TWGで検討

された。 

 

プロジェクトのモニタリングをより効果的に実施するために、指標を具体化する必要がある。以

下のとおり指標の変更を提案する。これに伴う指標入手手段に関しては、PMD ver. 2（案）及びPO 
ver. 2（添付資料 2）に示す。 
  
指標（PDM ver. 1.1） 変更指標（案） 留意事項 

1-1 NBDS のデータフォーマ

ット、ソフトウェア、ハ

ードウェアの仕様が確定

される 

変更なし  指標入手手段に変更あ

り。（添付資料2） 

1-2 第 2 世代のNBDS のロー

ドマップが開発される 

 

既存の情報・条件に基づき提

案されたNBDSアーキテクチ

ャがMONREに提出される。 

 「NBDSのアーキテクチ

ャを開発する」ことがで

きれば、これに基づい

て、BCA/VEAはプロジ

ェクト終了後もNBDSの
開発を継続することが

可能。 

 変更指標入手手段（案）

は添付資料2を参照。 

 

２－３－２ アウトプット 2 の達成度 
アウトプット 2:  
NBDS のデータ・情報の共有、管理、利用に関して、他の機関との協力メカニズムが提言される。 

 

指標 実績 

2-1 関係機関間の協力メカニズ

ムの提言が JCCで合意され

る。 

i) 提言書（案）が作成された。 

ii) 関係者間で協力メカニズムを設立するためには法的根拠が必要と

いうことで合意。 

2-2 提言書がMONREに提出さ i) これまでに、提言（案）の概要については、本邦研修及びベトナ
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指標 実績 

れる。 ム国内でのワークショップで関係者間に共有した。 

（その他の関連実績） - 日本側専門家は、関係機関に対してデータ共有に関する意向、

データ所有状況、技術的及び物理的能力についての調査を実施

した。 

 

以下、指標の修正（案）を示す。 

指標（PDM ver. 1.1） 変更指標（案） 留意事項 
2-1 関係機関間の協力メカニズ

ムの提言が JCCで合意され

る。 

他の機関が所有する既存のデー

タ・データフォームが確認され

る。  

 

 指標入手手段に変更あり。

（添付資料2） 

2-2 提言書がMONRE に提出さ

れる。 

法的文書の草案としての提言書

が作成される。 

 プロジェクトからの技術

的な提言は、法的文書の草

案 の 一 部 と な る が 、

BCA/VEAが必要かつ適切

な文書を作成し関係当局

に提出することが求めら

れる。 
 

２－３－３ アウトプット 3 の達成度 
アウトプット 3:  
ナムディン省の生物多様性データベースがNBDS の一部として開発される。 

 

指標 実績 

3-1 ナムディン省のパイロット

データベースの定期的な更

新の準備ができる。 

i) 2012 年 9 月よりデータベース開発作業を開始。 
ii) 2012 年 12 月に実施されたXTNP での調査のデータ入力を実

施。 
3-2 地域コミュニティや非政府

組織（NGO）がナムディン省

の基礎調査に参加する。 

i) XTNP での冬期調査を実施。（調査実施期間：2012年 12 月 10
日～2012 年 12 月 28 日） 

ii) コミュニティでの聞き取り調査を実施。 
3-3 視覚的な教育ツールがナム

ディン省の調査データを基

に作成される。 

（プロジェクト後半に実施予定） 

（その他の関連実績） - 第 1 回目のパイロット調査の結果に基づき調査指標の選定作

業を開始。 
- 2013 年 3 月、湿地生態系の基礎調査・モニタリング手法の技

術ガイドライン（案）が作成された。 
- 調査委託先の調査実施能力が向上した。 
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アウトプット 3 に関しては、パイロット調査がNBDS の開発に貢献する目的で実施されることを明

確にするため、以下の指標の変更を提案する。 
指標（PDM ver. 1.1） 変更指標（案） 留意事項 

 3-1 XTNP で実施されたパイロ

ット調査のデータのNBDS
への入力が完了する。 

 

 指標入手手段は添付資料2
参照。 

3-1 ナムディン省のパイロット

データベースの定期的な更

新の準備ができる。 

3-2 変更なし。  指標入手手段に変更あり。

（添付資料2） 

3-2 地域コミュニティやNGO
がナムディン省の基礎調査

に参加する。 

3-3 削除  コミュニティやNGOの参

加は、生物多様性保全に非

常に重要な要素ではある

が、プロジェクトのアウト

プットは、彼らの能力向上

を目指すものではない。 
 この指標では、アウトプッ

ト3の達成度は判断できな

い。したがって、この指標

は削除する。 
 3-3 湿地生態系を対象とした、

基礎調査モニタリングの技

術ガイドラインが作成され

る。 

 パイロット調査の目的は、

調査・モニタリング手法を

開発し、他の同様の地域に

も応用することにある。し

たがって、この指標を追加

する。 

3-3 視覚的な教育ツールがナム

ディン省の調査データを基

に作成される。 

削除  「視覚的教育ツール」の意

味が不明確。 
 BCAが必要としているの

は、報告書や出版物にデー

タをどう使うのかという

事例。したがって、アウト

プット3からは削除する一

方で、関連指標をアウトプ

ット4に追加。 

 3-4 DONRE の職員がナムディ

ン省向けのデータベース利

用・保守のための研修を受

ける 

 指標入手手段は添付資料2
参照。 
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２－３－４ アウトプット 4 の達成度 
アウトプット 4:  
NBDS の運営・管理・利用に関わる関係者の能力が向上する。 

 

指標 実績 

4-1 研修を受けた研修員によ

ってNBDSが完全に運用

される。 

i) 本邦研修が実施された。実績は、添付資料 1-Annex 7 参照。 
ii) 日本側専門家が 11回のTWGミーティングと 1 回のワークショ

ップを実施し、技術移転を行った。実績は添付資料 1-Annex 8 参
照。 

  

アウトプット 4 の指標は、2 つの指標を加えることにより、プロジェクト活動のモニタリングが

実施しやすくなるように配慮した。また、研修の成果としては、参加者人数、到達度、研修教材な

どを取りまとめることを提案する。また、啓発活動は、さまざまなレベルの関係者に対して実施し、

NBDS の開発の継続にとって良好な政策環境を整えることを目指す。 
 

指標（PDM ver. 1.1） 変更指標（案） 留意事項・変更理由 
4-1 研修を受けた研修員によっ

てNBDS が完全に運用され

る。 
 

4-1 BCA/VEA、DONRE の職員

がNBDS の管理のための技

術研修を受ける 

 PDM ver.1.1の指標は具体

性に欠ける。 
 具体的な指標を追加した

ことにより、プロジェクト

のアウトプットの確認が

容易になる。 
 変更指標入手手段（案）は

添付資料2参照。 

 4-2 第 1 世代のNBDS の管理・

利用に関するマニュアルが

開発される。 
 4-3 NBDS を広く告知するため

の啓発ワークショップが実

施される。 

11



 

 

２－４ プロジェクト目標の達成度 

プロジェクト目標は、プロジェクト期間中に達成する見込みは高い。一方で、指標及び指標入手手

段が適切でないものが見受けられ、変更を提案する。 

 

プロジェクト目標:  
第 1 世代のNBDS が開発される。 
 

指標 実績 

1. MONRE VEA、BCAにおい

て、国家生物多様性NBDS が

国際標準に適合した構造で

開発され、利用者の求めに応

じて情報が提供される。 

i) 地球規模生物多様性情報機構（GBIF）に準拠したデータベー

ス仕様が承認され、それを基に開発がおこなわれている。 
ii) 2013 年 2 月に想定されるデータベースのユーザーに対して、

どのようなデータが必要になるのかについて調査を実施し

た。 
2. ベトナム国のレッドリスト

に掲載されているすべての

動植物種を含む、ベトナム国

動植物種に関する基礎デー

タがNBDS に入力される。 

i) 2013 年 3 月までの時点で、ベトナム国レッドデータブック

2003（CEM から入手）のデータ入力は完了。 
ii) XTNP で実施されたパイロット調査（第 1 回目）のデータが、

NBDS に入力された。 

（その他の関連実績） - 各関係機関が所有するデータフォーマットが統一されていな

い。したがって、ユーザーによってデータフィールドを変更

できるような機能を追加することも検討している。 

 

プロジェクト目標に対する指標は、以下の通り変更を提案する。 

指標（PDM ver. 1.1） 変更指標（案） 留意事項・変更理由 
1. BCA/VEA/MONRE におい

て、国家生物多様性NBDS が

国際標準に適合した構造で

開発され、利用者の求めに応

じて情報が提供される。 

1. NBDS アーキテクチャが

VEA/MONRE によって承認

される。 

 「国際標準に適合した」を

削除。 
 データベースは、国際標準

であるだけでなく、ベトナ

ムの特有の要素を取り込

む必要がある。 
 変更指標の入手手段は添

付資料2を参照 
2. ベトナム国のレッドリスト

に掲載されているすべての

動植物種を含む、ベトナム国

動植物種に関する基礎デー

タがNBDS に入力される。 

2. 英文に変更はないが、和文に

以下のとおり変更あり。 
「ベトナム国動植物の基礎デ

ータが入力される。（少なく

とも、すべてのレッドリスト

の動植物データが入力され

る。）」 

 指標入手手段の変更は添

付資料2を参照。 

 3. 第1世代のNBDSが開発され、

VEA/MONRE により運営さ

 第1世代のNBDSが利用者

のニーズに合致している

ことが開発の最終段階に
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れ、保守が実施される。 試験されなくてはならな

い。（開発の最終段階） 
 また、保守が行われる準備

や、利用者による利用が始

まっているかどうかを確

認する必要がある。 
 指標入手手段は添付資料2 

を参照。 
 

２－５ 上位目標の達成予測 

上位目標:  

第 2 世代のNBDS が開発される。 
 

指標 事業終了後数年内の達成見込み 

1. 地理情報システム（GIS）と

統合化されたNBDS（ナムデ

ィン省）が開発される。 

i) まだ実施されていない。 
ii) プロジェクトでは、NBDS のデータをどのようにGISと統合

できるかをデモンストレーションする予定。 
iii) プロジェクト期間中に作成するガイドラインやマニュアルを

使えばVEA/MONRE は作業を実施することができる。 
2. EIA等にNBDSを利用するア

プリケーションが、ナムディ

ン省と開発される。 

i) 指標の意味が明確でなく、達成度は図ることができなかった。

 

上位目標の変更は、以下のとおり提案する。指標 02 については、中間レビュー調査中に十分に検討

することができなかったため、変更指標の提案はしない。 
 

指標（PDM ver. 1.1） 変更指標（案） 留意事項・変更理由 
1. GISと統合化されたNBDS

（ナムディン省）が開発さ

れる。 

英文表記に変更あり。（GIS linked 
NBDS から GIS-linked NBDS へ変

更） 

 より明確にするため。 

2. EIA等にNBDSを利用する

アプリケーションが、ナム

ディン省と開発される。 

変更なし。  変更なし。 
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２－６ 事業対象地域 

本プロジェクトの対象地域は、ハノイ、ナムディン省、そして、生物多様性に関するデータを保有

する機関が存在するベトナム全国である。 

 

２－７ 事業実施過程と枠組み 

２－７－１ 事業活動へのプロジェクト要員や関係者の参加 
主要事業活動 プロジェクト要員やその他の関係者の参加状況 

TWGミーティング/セミナー - TWGミーティングではMONRE、MARD、科学技術省（MOST）、
VAST などからの関係者が集まり、技術的な検討を実施。 

- ナムディン省からのプロジェクト要員もTWGの会合やセミナ

ーに参加。 
- 生物多様性やNBDS に関して、参加者の理解が高まった。 

現地調査 
 

- 現地調査に関与した調査委託先関係者からは、湿地生態系の調

査のプロセス、調査手法などについて理解が深まったと語って

いた。 
本邦研修 - 17 名のプロジェクト要員が本邦研修に参加した。 

- 生物多様性データベース・保守に参加した参加者は、特に、技

術的に向上したと語る。 
E-mailによる連絡 - ベトナム側・日本側のプロジェクト要員は、E-mail を活用して、

連絡を緊密に取り合っている。 
- これにより、技術的な問題が発生した際には、必要に応じてC/P

から日本側専門家への連絡が取れるようになっている。 

 
中間レビュー時点では、プロジェクト要員の IT スキル及び生物多様性に関する知識の向上は認めら

れた。しかし、今後も引き続き強化される必要がある。 
 
２－７－２ 他ドナーや事業との調整 

NBDS の運営にあたっては、他の関係機関との協力関係の構築が必須であることから、プロジェ

クトはこれまで、ベトナム内の以下の機関へ連絡を取り、データ所有状況や、設備などについての

調査・意見交換を行った。この結果は、NBDS のアーキテクチャ（アウトプット 1）及び協力関係

の構築（アウトプット 2）に反映される。 
 

- カントー大学 
- CRES 
- 森林調査計画研究所（FIPI） 
- 森林セクター管理情報システム開発プロジェ

クト〔FORMIS（ベトナム森林局）〕 
- ベトナム森林科学研究所 
- ドイツ国際協力公社（GIZ） 

- ハノイ国立大学植物園熱帯生物研究所 生物

多様性開発センター 
- 国際自然保護連合（IUCN） 
- ノンラム大学 
- 国連開発計画（UNDP） 
- 国連教育科学文化機関（UNESCO）「人間と生

物圏（MAB）計画」ベトナム国立海洋学研究
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- 中央統計局 所 
 
２－７－３ 事業管理運営 
プロジェクトには 2 つの委員会があり、プロジェクトの運営、実施に関わっている。 

 委員会 現状 

1. JCC i) 2012 年 3 月 14 日に開催。PDM 及びPOの改訂の検討を行った。

ii) R/Dにある業務指示書（TOR）に基づき機能している。 
2. TWG i) 2012 年 3 月よりTWGの活動開始。 

ii) IT と生物多様性・モニタリンググループの 2 グループが形成さ

れた。 
iii) メンバーは関係機関からの代表者。 
iv) TOR は IC/R に記載の通り。 
v) 技術的な検討を行う場であるとともに、日本側専門家からの技

術移転の場としても機能。 
 

２－８ 効果発現に貢献した要因 

ベトナム側関係者の中には、日本人から技術的なことだけでなく仕事の進め方など多くを学びたい

という意欲の高い人材もあり、日本側関係者の関係性は良好で、プロジェクト実施に良い影響をもた

らしている。また、ベトナム側は、日本側専門家が他の関係機関とのミーティングや訪問の際には、

事前に調整をするなどして、業務が円滑に行えるよう支援をしている。 
ベトナム政府の政策環境は特に変化はなく、プロジェクト開始時点から良好な環境を保っている。

中間レビュー時点では、生物多様性保全アクションプラン（2008 年）の改訂作業を行っていた。また、

2012 年には、緑の開発戦略を策定し、環境と経済開発の共生を推進している。このことは政府の環境

に対する強い関心を示すと同時に、効果的かつ効率的なモニタリングシステムの必要性にもつながる。 
また、MARD の D-Fish は、海洋・内陸水域システムのデータベースを開発中である。このデータ

ベースが完了すれば、NBDSとの連携も可能である。 
 
２－９ 問題点及び問題を惹起した要因 

NBDS プロジェクトでは、特にアウトプット 1 とアウトプット 2 の達成には、関係者間での協議は

非常に重要である。しかし、ミーティングに参加する際の手当などが十分でなく、ミーティングの開

催頻度やローカル専門家の参加が制限された。 
BCA/VEA は政策策定及び実施を行う機関である。プロジェクトの成果がベトナムに合致したもの

であるかどうかという技術的な判断をするためには、外部からの技術的インプットが必要になる。当

初、TWGがこの技術的な判断をする役割を果たすことになっていたが、実際は、TWGのインプット

だけでは、BCA/VEA が判断をするには十分ではなかった。一方で、プロジェクトではこれまで、ロ

ーカル専門家の関与を制度化していなかったので、TWG は意図された機能を十分に果たすことがで

きなかった。 
「アーキテクチャ」の理解が日本側・ベトナム側で異なることが、本調査中に明確になった。2010

年 6 月 23 日の詳細計画策定時の「アーキテクチャ」の定義にはハードウェアのみをさす用語として定
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義づけられていた。しかし、NBDS を運営・管理していくためのシステムに関しても言及することが

プロジェクトのアウトプットの一部として必要であることから、「アーキテクチャ」の定義付けを本レ

ビュー調査中に見直すこととした。 
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第３章 評価結果 

 
評価 5 項目による評価結果の概要は下表のとおりである。 

5 項目評価 評価結果 備考 

妥当性 高い 

- ベトナムの生物多様性法（2008 年）の実施に貢献 
- 日本政府の援助政策の重点分野とも合致 
- MONREのマンデートである国家生物多様性データベースの

開発に貢献。 
- ベトナムはCBDの批准国であり、国際的な政策の実施に貢

献。 

有効性 やや高い 

- 若干の遅れは認められるが、おおむね計画通り、活動は実施

されている。 
- 4 つのプロジェクトアウトプットはプロジェクト目標の達成

に貢献している。 
- プロジェクト目標はプロジェクト期間中に達成される見込

みは高い。 

効率性 やや高い 

- 日本側： 
 計画された専門分野の専門家 9 名が派遣された。 
 供与機材は計画通り調達され、所定の場所に設置され

た。中間レビュー調査時点では、すべて、管理状態も

良好で、機能していた。 
 支出も計画とおり実施された。 

- ベトナム側： 
 計画通り、事務所（家具、会議スペース、光熱費含む）

を提供。 
 In cash による支出は精査できず、主だったものは確認

できなかった。 

インパクト 
かなり高い 
（想定） 

- プロジェクトのインパクトは、調査期間中には認められなか

ったが、高いものと想定される。 
- 上位目標はプロジェクト終了後、MONRE の関与があれば容

易に達成される。 

持続性 中（想定） 

- プロジェクト期間中にNBDS全体のデザインを作成し、

BCA/VEA が開発を継続できるように支援。 
- BCA/VEA は、開発継続のための予算・人材の確保をする必

要がある。 
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３－１ 妥当性 

妥当性は、高い。 
ベトナムは、1985 年に策定された国家生物多様性保全戦略、また、国家生物多様性データベースの

開発は生物多様性法に基づき、MONRE が実施することと定められている。これまでのところ、デー

タベースの開発に関連して以下の法令が発令されている。 
(1) Decree No 102/2008/ND-CP（2008 年 9 月 15 日）「天然資源及び環境に関するデータの収集、管

理、共有、と利用について」 
(2) MONRE Circular No 7/ CD-BTNMT（2009 年 9 月 10 日）「モニタリングのための気象データ共

有について」  
(3) VEA 357/ QD-TCMT（2012年）「データベースに含まれる指標、アーキテクチャ、レイヤーの

規制について」 
本プロジェクトは上記の法令を参照したものであり、第一世代のNBDSの開発と、関係機関との情

報共有メカニズムの構築を通じて、MONREのマンデートの達成に貢献するものである。 

また、本プロジェクトは、日本の援助政策の視点から見ても妥当性が高い。日本の2005年の「中期

政府開発援助（Official Development Assistance：ODA）政策」では、環境分野が最重点分野の1つとな

っている。また、「対ベトナム国別援助政策（2012年）」の中でも自然保護及び気候変動対策は優先分

野となっている。2012年の「ベトナム国別分析」では、生物多様性は森林・自然保護協力プログラム

のコンポーネントの1つとなっている。加えて、SP-RCCローンの付帯プログラムでもあり、このプロ

ジェクトは、SP-RCCの効果を高めることに貢献するものである。 
 
３－２ 有効性 

有効性は、やや高い。 
プロジェクトの各アウトプットの達成度を、PDM ver. 1.1 に基づきレビューした。活動の進捗は、

おおむね計画どおりであるが、若干の遅れがある。プロジェクト終了時までには、プロジェクト目標

は達成される可能性が高い。プロジェクトの実施をより効率的にし、プロジェクト目標達成をより確

実なものとするために、PDM の改訂をセクション 2 において提案した。 
 
３－３ 効率性 

効率性は、やや高い。投入ごとのタイミング、質、量の適切さは下表のとおりである。 

 投入 効率性とタイミング 

1. 日本側専門家及びロ

ーカル専門家 

1） 日本側専門家の人数及び現地作業の時期も適切であった。また、担

当専門分野も計画通りであり、適切であった。 
2） XTNPでの調査は業務委託により実施したが、委託先の技術的能力

が十分ではなかったので、調整に時間を要し、調査実施時期を遅ら

せることとなった。しかし、彼らの学習能力は非常に高く、調査実

施終了までには、同様の調査を他の地域で実施するのに十分な知識

と技術を身に付けた。 
2. プロジェクト要員と

ベトナム側のその他

1） ベトナム側から配置されたプロジェクト人員の人数は十分であっ

た。TWGやワークショップに参加した。 
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 投入 効率性とタイミング 

の便宜供与 2） BCA/VEA による事務所スペースの提供（家具、電気、水道等含む）

は計画通りに行われた。 
3） In cash による支出については、精査できず、主だったものは確認で

きなかった。 
3. 供与機材 1） すべての供与機材は計画通り調達され、機能している。 

2） プロジェクトにより調達されたサーバーは、ITC に設置され、保守

が行われている。 
4. 本邦研修 1）3度の本邦研修実施。 

2）関係者間の調整、データベース開発・管理などを学ぶ。 
5. ベトナム国内研修 1）研修はTWGメンバーに対して実施された。 

2）内容は、適切だった。 
3）しかし、研修期間は短かった。多くのプロジェクト人員はフォローア

ップ（F/U）の研修あるいは、上級研修コースを希望した。 
4）実地研修の機会の増加や、参加者への研修教材の配布の要望があった。

6. 現地業務費 1）日本側の支出は、計画どおり行われた。 
2）会合費が十分でなく、会合の回数やTWGへのローカル専門家の招へ

いが必要に応じて十分ではなかった。 
3）ベトナム側からの会合費やローカル専門家へのコスト負担は、本レビ

ュー調査期間中には確認できなかった。 
7. 追加のリソース 該当なし。 

 

３－４ インパクト 

想定されるインパクトは、かなり高い。 

 インパクトの発現は、まだ、確認できない。しかし、VEAがプロジェクトの作成するアーキテクチ

ャに基づきNBDS の開発を継続すれば、ベトナムの生物多様性の効果的かつ効率的な管理に貢献する

だけでなく、国際的にみても大きな貢献をするものと想定される。また、プロジェクト期間内に、上

位目標達成のための具体的な活動が行われるため、プロジェクト終了後の短期間に上位目標を達成す

る可能性は高い。 
 

３－５ 持続性 
想定される持続性は、中程度である。 

 アウトプット 1（NBDS のアーキテクチャ）とアウトプット 2（関係機関との協力関係構築のための

法的基盤）はBCA/VEA がプロジェクト終了後のNBDS開発を継続していく基礎となる。この実施の

ためには、BCA/VEA は予算と人員の確保をする必要がある。現在までのところ、明確な見通しが立

っていないことから、持続性は中程度である。 
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第４章 結論 

プロジェクトの進捗はおおむね計画どおりである。アウトプットはまだ、明確に確認することはで

きないが、プロジェクト後半で達成されることが想定される。すべての供与機材は、調達が完了し適

切な場所に配置され、ベトナム側のプロジェクト人員が保守を行っている。また、プロジェクトは依

然として高い妥当性を保ち、比較的高い有効性と効率性を達成している。想定されるインパクトは高

く、持続性は中程度である。BCA/VEA が、本プロジェクトの成果を活用し、プロジェクト終了後も

継続して開発を進めれば、持続性は更に高まり、高いインパクトを達成できると想定される。 
本調査の中では以下の課題が認められた。対応策については次章に述べる。 
- プロジェクト目標、アウトプット、活動の範囲に関するプロジェクト要員間理解の差異 
- プロジェクト内で用いられる用語（例：アーキテクチャ）のプロジェクト要員間理解の差異 
- 法的文書がないために協力メカニズムを設立することが困難 
- 指標の開発、ガイドラインやマニュアルの作成、BCAの技術的意思決定のためのローカル専門

家のインプットの必要性 
- ベトナム側の予算の制約（例：フルタイムのプロジェクト人員の配置、関係者によるミーティ

ング回数の制約） 
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第５章 提言 

５－１ JCCへの提言 

改訂版PDM とPOの承認 
中間レビューの評価結果及び、日本側専門家、ベトナム側プロジェクト要員との協議の結果、ア

ウトプット 4 は、「NBDS 管理の能力と活用のための意識が向上する。」に変更することとした。こ

れは、プロジェクト目標との関連性をより明確にするためである。さらに、日本側・ベトナム側の

協議の結果、PDM ver.2 及びPO ver.2 が提案された。JCC は、速やかに、改訂版PDM 及びPOの

承認をすることを提言する。 
 

５－２ プロジェクトへの提言 

(1) ベトナム側プロジェクト要員への能力向上活動の強化 

中間レビューの結果では、BCA/VEA はデータ収集のための調査を計画し、現場のデータ収集を

監督し、NBDS へのデータ入力及び維持・開発を他の部局及び外部の関係組織と協力して実施する

ということになる。しかし、BCA/VEA がこれらの活動を監督し指針を示すことができるようにな

るには、スタッフ自らがこれらの作業について十分な理解を持たなくてはならない。したがって、

プロジェクト後半では、オンザジョブ・トレーニング（On the Job Training：OJT）の回数を増やし、

知識・技術の習得と実践を同時に行うことを提言する。 
 プロジェクトの後半では、アウトプット 4 の指標と指標入手手段の改訂が提案されている。改訂

版の指標・指標入手手段は、能力向上活動の達成状況を測るために必要な記録を取ることが求めら

れるため、活動成果の記録方法に注意を要する。 
 

(2) 他の関係機関、ドナー及びプログラムとの関係強化  

他の関係機関、ドナー及びプログラムへは、プロジェクトへの関心を維持しかつ向上させるため

に、定期的にプロジェクトの進捗を共有することが求められる。ミーティングの開催だけでなく、

ニュースレターや定期刊行物を作成し、関係者へ配布することを提案する。 
 

(3) 政策立案者や他の関係者へのNBDS デモンストレーションセミナー 
政策立案者をはじめとする関係者の理解と支援は、プロジェクトの実施と持続性に重要な要素で

ある。NBDS の利用を広く周知するために、デモンストレーションンセミナーをプロジェクト終了

前の適切な時期に実施することを奨める。 
 

(4) 文書・記録 
BCA/VEA がNBDS の開発をプロジェクト終了後も継続していくためには、彼らが参照できるア

ーキテクチャ、ガイドライン、マニュアルなどを作成することが重要である。このような成果物は、

プロジェクトの進捗を理解するためのベンチマークともなり、改訂版指標入手手段にも反映されて

いる。成果物として作成される文書は以下のとおりである。 
- プロポーザル（マスタースキーム） 
- アーキテクチャ（文書） 
- 国家生物多様性モニタリング指標開発ガイドライン 
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- 湿地生態系における基礎調査とモニタリングに関するガイドライン 
- アドミニストレータ・マニュアル 
- ユーザー・マニュアル 
加えて、プロジェクトがこれまでに実施した、関連機関へのデータ所有状況等に関する調査の報

告書、研修教材、及びパイロット調査を取りまとめることを提案する。 
 

(5) アーキテクチャとプロポーザル（マスタースキーム）の定義の確認 

JICA 及びベトナム側関係者が取り交わした詳細計画調査のミニッツ（2010 年 6 月 23 日）では、

「アーキテクチャ」とは「データフォーマット、ソフトウェア、ハードウェア、そしてインターフ

ェースからなる物理的ストラクチャを示し、データベース運営のための体制は含まない。」とされて

いる。しかしながら、プロジェクト開始後、データベースの運営を実現可能にするためには、運営

体制も含めて文書化する必要が出てきた。したがって、NBDSの運営体制を含む「プロポーザル（マ

スタースキーム）」を、作成することを提言する。添付資料 1-Annex 10 には、NBDS 開発のフロー

を添付する。また、これらの点について、日本人専門家とプロジェクト要員の間で確認することが

必要である。 
 

(6) パイロット調査のスコープの確認 

パイロット調査は、ナムディン省のXTNPで実施された。この調査は、XTNP の生態系モニタリ

ングのためのコアセット指標を開発すること、そして収集されたデータを基に、NBDS のデータス

トラクチャの確認とデータ入力手順の確認を行うことを目的として実施された。したがって、2013
年 2 月の調査を持って、これらの目的は達成されるものと想定される。したがって、プロジェクト

は関係機関へ、パイロット調査の目的及び範囲が限定的であることについて周知し、理解を求める

ことが必要である。 
 

(7) 提言に対する対応のモニタリング 

プロジェクトは、本報告書の提言に基づきとられたアクションについてモニタリングし、JCC へ

報告することを提言する。 
 

(8) 国内及び国外の組織との連携 

プロジェクトは、国内外の組織からの既存のリソースを調達し、連携、能力向上、データ共有な

どに活用する必要がある。 

 

５－３ VEAへの提言 

(1) 指標の選定 

生物多様性モニタリング指標は、適宜、見直し、精査し、修正するべきものである。その際、VEA
はその指標が、国家レベル生物多様性戦略、行動計画、そして生物多様性法（2008 年）に適合する

ものになるよう配慮する必要がある。 
また、国家生物多様性コアセット指標はNBDS のストラクチャを決定づけるものである。したが

って、「アーキテクチャ」作成作業が計画通り完成するよう、VEAは 2014 年 1 月までにはレビュー

を行い最終化することが求められる。 
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(2) 法的文書の作成 

NBDS により、他の省あるいは機関が所有するデータへのアクセスが可能となるが、これは、デ

ータ入力の責任もこれらの関係機関にあるということを意味する。生物多様性法（2008 年）第 71
条には、MONRE が他の関係組織からのデータをNBDSに直接収容あるいはリンクすることが可能

であると記載されている。これは、他の関係機関にデータ共有を要請する根拠になるが、それを更

に明確にし、関係機関がデータ共有にかかる予算措置をとるための根拠としての法令の必要性が指

摘されている。 
プロジェクトはこれまでに、関係機関に対して、データ保有状況、フォーマットなどについての

調査を実施しており、現在、報告書を作成中である。したがって、この報告書が完成した後には、

VEA はプロジェクトからの技術的な助言と、JICA 及びローカル専門家の支援のもと法的文書作成

を開始することを提言する。 
 

(3) BCA内でのNBDS フォーカルポイントの任命 
BCAの下の既存の部署の中から、NBDS開発業務担当部署を公式に任命する必要がある。任命さ

れた部署は、NBDS のフォーカルポイントとして、計画、開発作業のモニタリングを実施し、また、

開発・保守作業を実施のための他の関係機関、事務所との調整を行うこととする。 
 

(4) プロジェクトの技術的意思決定強化のためのレビュープロセスの適用 
調査団は BCA が技術的決定（指標の選定、アーキテクチャ、ガイドライン・マニュアル作成）

をするには、ローカル専門家による技術的なインプットが必要であることを確認した。プロジェク

トの成果物をよりベトナムのニーズにより合致したものとするためにも、プロジェクト内で当該分

野の専門家としてベトナム内で十分な実績のあるローカル専門家を雇用するメカニズムがあるとい

い。調査団は、添付資料 1-Annex 9 の通り、技術的諮問システムを提案する。また、この技術諮問

システムは、プロジェクト終了後もBCA/VEAが継続することを提言する。 
 

(5) ベトナム側プロジェクト要員のための予算措置 

MONRE は NBDS プロジェクトの PMU を設立することを承認し、C/P 予算として物品供与

（in-kind）、及びプロジェクト資金として（in-cash）で合計 50 万米ドル相当を拠出することを定め

た（MORE Decisoin No 1911/ QD-BTNTM, 2011年 10 月 17 日）。調査期間中には、物品供与以外の支

出に関して、精査はできず明確な支出は確認できなかった。しかし、ベトナム側には、TWG ミー

ティングや他の会合を開催するための費用への支出検討を要請する。 
 また、プロジェクトは、アーキテクチャに基づいた、プロポーザル（マスタースキーム）を作成

し、BCA/VEA の政策立案者や、政府の上層部の理解を深め、BCA/VEA の予算獲得を支援すること

を提言する。 

 

５－４ MONREへの提言 

NBDS の持続性向上のための予算の確保 
MONRE は、2015 年 4 月以降、NBDS の継続のために（第 1 世代NBDS の保守と第 2 世代の開発）

SP-RCC などからの予算確保をすることが求められる。また、NBDS の開発と運営に関して記載さ

れたプロポーザル（マスタースキーム）を早急にレビューし、承認することが求められる。 
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５－５ JICAへの提言 

他のプロジェクトとの知見の共有とリソースの調達  
JICAは、他のプロジェクトで、本プロジェクトの成果、知識、知見が活用されるよう努力し、ま

た、プロジェクト以外のリソースを活用し、改訂 PDM に記載された活動が実施されるよう技術的

な支援をすることを提言する。以下に、具体例を示す。 
(1) SP-RCC からの予算の獲得支援 
(2) 技術協力プロジェクト・サバ州生物多様性と生態系保全ための持続的開発プロジェクト

（Project on Sustainable Development for Biodiversity and Ecosystems Conservation：SDBEC）と

の生物多様性データベースシステム開発・管理に関する知見の共有の促進 
(3) ラムサール条約事務局の技術的なリソースを利用したXTNP の管理の改善への支援 
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第６章 総括所感 

６－１ 団長所感 

（1） 生物多様性データベースの必要性 
 今次評価に際し、XTNP を視察したところ、国立公園事務所から、同公園において国立公園に存

在する資源の利用と公園の保全の両立を図るパイロットプロジェクトを実施中との説明があった。

利用と保全の両立を図ろうとすることは非常に挑戦的な取り組みであり、保全がしっかり図られて

いるかをチェックするためのモニタリングが極めて重要である。 
 この観点から、本プロジェクトによってXTNPにおいて生物多様性のモニタリングが公園職員等

によって行われるようになれば、他のプロジェクトへも大きな貢献になると思料できる。 
  
（2） プロジェクト運営上の意思決定プロセスの整理 
 プロジェクト前半では、プロジェクトのコアグループ（日本人専門家とベトナム側 C/P）が作成

したさまざまな案を、ベトナム人の専門家も加わった TWG で検討したうえで、BCA/VEA が受け

取るというプロセスが取られてきたが、BCA/VEA 内でベトナム国の状況を十分踏まえたものにな

っているかどうかがわからないといった理由で、オーソライズされない（できない）ことが多発し

た。このため、ベトナム人専門家をコア・グループに加え、案作成段階から関与させることを提案

する。これにより、プロジェクト後半は意思決定が円滑となり、プロジェクトがスムーズに実施で

きるようになることを期待する。 
 
（3） 持続可能性の確保に向けた取り組み 
 本プロジェクト終了後もNBDS が「第 2 世代」に向けて、IT 面で維持・改良され、コンテンツ面

で更新（新たなデータの入力等）がなされるためには、MONREのみならず、MARD等の関係機関

が必要な予算と人員を確保することが不可欠である。そのためには、政策決定者向けの分かりやす

いマテリアルの作成、政策決定者に向けセミナーの実施などにより、政策決定者の理解とコミット

メントを得ることが重要である。 
 また、プロジェクト後半に、生物多様性にかかるデータベースを保有する MARD 等の各関係機

関との調整を活発化させ、生物多様性法第 71 条（生物多様性に係る情報とデータの管理等について

規定）をより具体的に規定する法的な文書を作成することは、将来にわたる各関係機関からのデー

タ提供を担保することにつながるほか、各関係機関が必要な予算確保等の根拠とする上でも重要で

ある。 
 IT 面では、プロジェクト終了後に、ベトナム側が日本人専門家の関与なしでNBDS を維持・管理

するとともに、「第 2 世代」に向けて開発を行うことが求められる。このため、プロジェクト後半で

は、プロジェクト終了後にベトナム側が備えなければならない能力（データベースの基本構想の構

築、ソフトウェア業者への発注等）を見据えたOJT が行われることが重要である。 
 今次評価での聞き取りの際に、開発中のデータベースは極めて柔軟な構造とすること、今後、ユ

ーザー・マニュアルのみならず、データベース管理者向けマニュアル等も作成する予定であるなど、

プロジェクト終了後の持続性確保に向けたさまざまな取り組みが確認された。 
 なお、今回評価中に、ベトナム側との合意の上導入したオープンソースソフトウェアの操作習熟

について、ベトナム側からプロジェクト終了後に十分なレベルに達することができるか不安がある
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との発言があった。日本側専門家の見立てでは、プロジェクト終了時までには必要なレベルに到達

することは可能とのことであるが、MONRE ではマイクロソフト社のソフトウェアが使われている

とのことである。ベトナムの現状のみならず、技術面、ライセンス上の課題など、検討すべき点が

多々ある問題であり、今後の方向性について早急に検討を進めていただきたい。 
 
６－２ 米田団員所感（生物多様性情報システム） 

（1） データベースの必要性と要件 
 生物多様性データベースとは、関連政策への反映、科学的分析及び地域社会における持続可能な

資源利用等を目的とした「生物多様性分野の多様な情報を収集し利用可能な形で整理したデータの

集まり」といえる。データベースの作成と情報交換として、CBD17 条では「生物多様性の保全及び

持続可能な利用に関連する公に入手可能なすべての情報の交換を円滑にする」ことを定め、その具

体的手段として 18 条でクリアリング・ハウス・メカニズム（Clearing House Management：CHM）の

整備を各国に求めている。また、CBD 愛知ターゲット目標 19 では「2020 年までに、生物多様性、

その価値や機能、その現状や傾向、その損失の結果に関連する知識、科学的基礎及び技術が改善さ

れ、広く共有され適用される」として、情報共有の重要性に言及している。 
 生物多様性分野のデータベースでは、一般に次の要件を満たすことが求められる。 

1) 網羅性（遺伝子、種、生態系レベルの生物多様性及びその構成要素情報） 
2) 比較可能性（時間、空間的推移） 
3) アクセス容易性（情報の公開とインターフェースの整備） 

 これに加え、データベースは常時更新され、利用されることに意味がある。情報の更新体制、利

用者ニーズを受けたインターフェースの継続的な改良も生物多様性データベース整備に求められる。 
 
（2） ベトナムの法令・戦略と生物多様性データベース 

ベトナムでは、ベトナム環境保護法（Law on Environmental Protection, 2005）において、水質、大

気、廃棄物などの環境モニタリングデータをMONRE が収集し、定期的に報告することを定めてい

る。ベトナム国家生物多様性行動計画（2007年）では、生物多様性とバイオ・セーフティーのデー

タベースシステムの設置運営を述べている。また、MONRE 担当者は、2009 年から施行されたベト

ナム生物多様性法（Biodiversity Law, 2008）に基づき、第 10 回生物多様性条約締約国会議〔The 10th  
Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity：CBD - COP10（2010 年、

名古屋）〕におけるサイドイベント「東・東南アジア生物多様性情報イニシアティブ（East and Southeast 
Asia Biodiversity Information Initiative：ESABII）」において、NBDS 開発を進めることを発表した。し

かし、ベトナムでは、実効性をもった生物多様性 CHM は設置されてない。愛知ターゲット実施の

モニタリングを含め、ベトナムにおけるNBDS の整備は、国家生物多様性行動計画の実施と生物多

様性法施行のための優先課題と考える。 
 

（3） 既存データの有効活用 
ベトナム生物多様性データベースは重要だが、すべてのデータをゼロから収集整備する必要はな

い。世界には多くの既存の生物多様性分野データベースが存在する〔例；遺伝子レベル多様性では

国連食糧農業機関（Food and Agriculture Organization of the United Nations：FAO）の Plant Genetic 
Resource、種レベルでは Catalogue of Life、GBIF、IUCN のレッドリストの種情報（IUCN Species 

26



 

 

Information Services）、生態系レベルではFAO Forest Resource Assessment、海洋ではOcean Biogeographic 
Information System、保護地域ではWorld Database on Protected Areas、など〕。NBDSにおいても、こ

れら世界的データベースの存在を前提に、そのうちベトナムに関するデータを参照できるシステム

になっていればよい。将来的には、NBDS と世界的データベースの相互情報提供・利用も当然あり

うる。 
ベトナムでは、いくつかの自然環境分野情報が関係機関で既に作成されおり、NBDS プロジェク

ト形成段階において既存データベース調査としてとりまとめられている3。また、世界銀行、アジア

開発銀行（Asian Development Bank：ADB）、FAO、ラムサール条約、IUCN、GBIF、地球環境ファ

シリティ（Global Environment Facility：GEF）など国際機関・機構による自然環境調査・データ収集

及び資金提供プロジェクトも多い。NBDS の作成においても、ベトナム政府・研究機関所有の既存

の生物多様性分野データ及び国際機関やドナー支援でこれまでに作成されたデータを最大限活用す

ることが重要である。 
 
（4） 課題と方向性 

NBDS は、ベトナムの生物多様性に関する情報を一元的に参照できるデータベース整備を目指し

ている。そのための最大の課題は、ベトナム生物多様性法で関係省庁・機関から MONRE/VEA へ

のデータ提供が定められているにもかかわらず、ベトナム政府機関間の情報提供が円滑に進んでな

いことにあると考える。具体的には、MARDは森林や保護地域に関する多くのデータを有している

が、MONRE とデータを共有する体制にはなってない。VAST の下にある研究機関・研究者が集め

ている生物多様性資料の多くもMONRE/ VEA とは共有されてない。 
もう 1 つの課題は生物多様性指標である。指標に関しては、単一の生物多様性総合指標・インデ

ックスを設定するとの考えもあるが、総合指標は個々のデータ基盤（種数、個体数、資源利用、生

息地変化など）があって設定できるものであり、データが十分でない状態で設定すると不正確なも

のとなる。絶滅危惧種の種数や保護地域の面積・設置数など、対象データが明確でかつ入手できる

データに基づく指標を設定すべきである。具体的には、CBD Technical Series No.53 で示しているよ

うに、CBD戦略に基づくベトナムの国家目標・行動計画に対応した指標設定等が提案される。 
 生物多様性データは収集整備するだけでなく、政策形成と市民の普及啓発に活用することが重要

である。その例として、MONRE が 5 年ごとに作成するベトナム環境レポート（Vietnam State 
Environment Report）の一項目としてNBDSデータを取り入れ政策形成に反映するとともに、NBDS
をベースに「ベトナム生物多様性概要（Vietnam Biodiversity Outlook）」といった市民向け広報資料を

作成することが提案される。 
 
６－３ 高橋団員所感（生物多様性保全行政） 

 日本側プロジェクトメンバーとベトナム側C/Pの連携は良好であり、プロジェクト業務はおおむね

順調に進んでいるものの、NBDS開発と持続的な運営に関して下記の留意点が見出された。 
 
（1） PDM の上位目標と当該プロジェクト目標の関係の明確化 

本プロジェクトの業務内容のC/P との合意形成にこれまで少なからず時間と労力が割かれてきた。

                                                        
3 Centre for Natural Resources and Environment Studies（CRES）.（2010. Preliminary Survey and Investigation for the Development of National 
Biodiversity Database System. Hanoi: CRES. 
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これは、PDM での上位目標とされる第 2 世代 NBDS の姿とその運営・活用方策、及び第 1 世代デ

ータベース開発にかかる本プロジェクトの業務範囲が、関係者間で十分共有されていないことに起

因することが大きいと思料される。 
その原因の 1 つは、ベトナム政府文書Contents of ODA Technical Assistance Project Document: Project 

for Development of the National Biodiversity Database System（2010）のFigure 1.、Problems analysis on 
biodiversity assessment, data collection and management, and measures to be taken to these problems と、これ

を解決・実現するための第 1 世代、第 2 世代のNBDS を示したAttachment 5.、Concept of Development 
of National Biodiversity Database Systemとに若干の齟齬が見受けられるためである。本文書は、ベト

ナム政府内の本プロジェクトに関する文書ではあるが、日本側でも対処方針会議資料などに流用さ

れており、特に上記Figure 1 とAttachment 5の和文文書での齟齬が大きい。このため、本プロジェ

クトで開発される第 1 世代の全国版データベースと第 2 世代の地方省を網羅した省ごとのデータベ

ースとの関係・位置づけに関係者間で誤解が生じるおそれがある。 
まず、NBDSの開発目的（上位目標）は、「ベトナムの生物多様性政策に寄与するもの」とすべき

である。NBDS を活用した政策の例としては、生物多様性国家戦略、生物多様性行動計画、ベトナ

ム生物多様性状況報告（Outlook）などの策定、さらにこれらを基に絶滅危惧種（レッドリスト）選

定と保全策の策定、保護地域の設定と管理などが想定される。この点は、C/Pとは合意されている。 
そこで、本プロジェクトでは、NBDSの前提となるデータ受入のデータベース構造などを構築し、

その試行として絶滅危惧種データやナムディン省での国立公園調査データのインプットを行うこと

とする。第 2世代ではさらに関係機関の協力も得て、第 1 世代で開発したNBDS のデータ整備を充

実し、地方省も含む活用方策も構築することとするなどが考えられる。しかし、前述の添付文書で

は第 2 世代において地方省データベースを構築することが強調されているために、何がNBDSに相

当するのか不明確であり、また国家レベルでの生物多様性政策策定支援などの活用も明確な記述が

ないことから、前述の合意文書の添付図を修正することも考えられる。 
 
（2） データ指標 

前述の生物多様性国家戦略や生物多様性状況報告などのF/U、さらにCBD-COP10 （2010年）で

合意された愛知ターゲット（愛知目標）の達成状況などの確認のためには、適切な指標を選定し、

モニタリングする必要がある。このため、データベース構造のデザイン確立には、指標となる生物

種などの選定が不可欠との認識から、本プロジェクトでは日本側専門家とC/Pとの間で検討が行わ

れてきた。 
一方で、指標を選定してモニタリングや政策F/Uを行うことは、NBDSの活用例の 1 つとも考え

られる。したがって、指標選定に時間がかかることにより本プロジェクトの進捗が遅れることのな

いよう、早急にデータベース構造を決定し、絶滅危惧種など可能なデータから入力を開始すること

が適当であると思料する。この際には、世界的な既存データベースを準用して当面のデータベース

構造や指標種を選定しておくことも考慮に入れる必要がある。 
 

（3） NBDS を担当する体制の確立 
 TWGメンバーなど本プロジェクトの関係者は多いが、BCA/VEA の各部局に散在しており、実質

的なC/Pは必ずしも明確ではない。 
 ベトナム側によれば、NBDS のコンピュータ（サーバー）技術担当は VEA の ITC であり、環境
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モニタリング、環境情報提供についても、それぞれ VEA 内に関係部局があるが、本来の担当部局

とされているBCAには生物多様性の専門性を持った担当者もいないためJICAに期待しているとし

ている。このように、現状ではNBDSの責任部局があいまいである。特にプロジェクト終了後には、

持続的なNBDS管理運営を担う組織体制の確立が必要である。単に担当者が任命されるだけではな

く、NBDS の管理運営を所掌する組織（既存か新規かを問わず、BCAよりも下位のレベルで）の明

確化が必要である。 
 この組織のスタッフは、必ずしも生物学の専門家である必要はないが、ある程度の知識と調整能

力を有した者が指名されることが望ましい。こうした体制整備により、NBDS の継続的な管理と活

用の保証と、このための必要な人員と予算のより一層の確保が期待される。 
 
（4） ナムディン省パイロットの位置づけ 
 現行の試験的なナムディン省XTNPにおける調査・モニタリング及びデータインプットは、省レ

ベルでのデータ整備ケーススタディ、NBDS のデータ構造確認のための試行としてだけではなく、

国立公園管理事務所・管理官によるデータ整備への参画（日常のパトロール業務での生物情報提供

や簡易生物モニタリングポストのメンテナンスなど）と国立公園管理（公園内自然状況モニタリン

グ、管理計画策定など）への NBDS データの活用など、国立公園管理を担当する MARD〔現地の

省レベルの農業農村開発局（Department of Agriculture and Rural Development：DARD）〕だけではな

く、中央省庁レベルとの連携のモデルとしても位置付けることが適当である。 
 NBDS では、関係省庁などからのデータ提供を求めているが、データの活用例を具体的に示すこ

とにより、データ提供に対してもより積極的な協力・連携が得られることが期待される。 
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PDM（改訂案・和文)  
プロジェクト名: ベトナム国国家生物多様性データベースシステム開発プロジェクト ターゲット地域：ハノイ、ナムディン省、ベトナム全土 
プロジェクト期間:2011 年 11 月～2015 年 3 月（3 年 5 カ月） ターゲットグループ：ベトナム環境保護総局（VEA）(生物多様性保全局/BCA、

ベトナム環境保護総局/VEA、環境情報文書センター/CEID、環境

モニタリングセンター/CEM 及び情報技術センター/ITC)及びナム

ディン省天然資源開発局/DONRE のカウンターパート  
実施機関：ベトナム国天然資源環境省（MONRE） 

PDM Version 2 
2013 年 5 月 30 日 

プロジェクト要約 指標 指標入手手段 外部条件 
上位目標 
第 2 世代の国家生物多様性データベースシス

テム（National Biodiversity Database System: 
NBDS）が開発される。 

1. GIS と統合された NBDS（ナムディン

省）が開発される。 
2. EIA 等に NBDS を利用するアプリケ

ーションが、ナムディン省と開発さ

れる。 

NBDS 拡充のロードマップ 追加の予算と人員が確保される。 

プロジェクト目標 
第 1 世代の国家生物多様性データベースシス

テムが開発される。   
1. NBDS アーキテクチャーが

VEA/MONRE によって承認される。 
 

2. ベトナム国動植物の基礎データが入

力される（少なくとも、全てのレッド

リストの動植物データが入力され

る）。 
3. 第 1 世代の NBDS アーキテクチャー

が開発され、VEA/MONRE により運

営され保守が実施される。 

1-1 実体関連図（ER 図） (Note 1) 
1-2 VEA/MONRE の承認レター 
 
2-1 プロジェクトにより NBDS に入力され

た全ての種のデータの出力コピー  
 
 
3-1 アクセプタンステストの結果 (Note 2) 
3-2 保守理記録 
3-3 アカウント登録者数 

・ NBDS 運用管理に係る年間

予算が適切に確保される。 
・ MONRE が提出されたプロ

ジェクトの提言を基に、協力

メカニズムを制定する。 
・ 研修を受けた職員が離職し

ない。 
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成果 

1. 農業農村開発省（MARD）、科学技術局

（DOST）、ベトナム科学技術院（VAST）
およびその他の関連省庁・機関、研究所の

協力により NBDS の基本設計が構築され

る。 

1.1 NBDS のデータフォーマット、ソフ

トウェア、ハードウェアの仕様が確

定される。 
 
1.2  既存の情報・条件に基づき提案された

NBDS アーキテクチャーが MONRE
に提出される。 

1-1 (i) 調達された供与機材リスト 
1-1(ii) ソフトウェアのリスト (Note 3) 
 
1-2 (i) プロポーザル（マスタースキーム）

(Note 4) 
1-2 (ii) NBDS アーキテクチャー（文書）  

(Note 4) 
1-2 (iii) 国家レベル生物多様性モニタリン

グ指標開発のためのガイドライン 
(Note 5)  

 NBDS アーキテクチャーに

関する合意形成を達成する

べく VEA/ MONRE が関係

者間の対話を促進する。 
 BCAが 2014年 1月までに国

家生物多様性モニタリング

コアセット指標を決定す

る。 

2. NBDS のデータ･情報の共有、管理、利用

に関して、他の機関との協力メカニズム

が提言される。 

2.1 他の機関が所有する既存のデータ・デ

ータフォームが確認される。 
  
2.2 他の機関からの協力メカニズムを確

立するために必要な法律草案として

の提言書が作成される。   

2-1 他の関係機関の現況確認報告書 
 
 

2-2 法律文書の草案 

 

3. ナムディン省の生物多様性データベース

が NBDSの一部として開発される。（Note 
6） 

3.1 シュアン・トゥイ国立公園で実施さ

れたパイロット調査のデータの

NBDS への入力が完了する。 
 

3.2 ナムディン省向けのパイロットデー

タベースの定期的なデータ更新のた

めの準備が整う。 
 

3.3 湿地生態系を対象とした、基礎調査

モニタリングの技術ガイドラインが

作成される。  
 
3.4 DONRE の職員がナムディン省向け

のデータベース利用・保守のための

研修を受ける。 

3-1 パイロット調査報告書 (Note 7) 
 

 
 
3-2 管理と利用マニュアル(4.2 (i)と 4.2 (ii)

の指標確認方法に同じ) 
  
3-3 湿地生態系を対象とした、基礎調査・

モニタリングの技術ガイドライン 
(Note 8) 
 

3-4 研修の記録 
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4. NBDS の運営能力と、利用に関する意識

が向上する。 
4.1 BCA/ VEA/ DONRE の職員が NBDS

の管理のための技術研修を受ける。 
 
 
 

4.2 第 1 世代の NBDS の管理・利用に関

するマニュアルが開発される。  
 

4.3 NBDS を広く告知するための啓発ワ

ークショップが実施される。 

4-1 (i)  研修の記録（参加者数、研修日数、

研修教材） 
4-1 (ii) 研修時に実施されるテストに合格

した参加者数 
 
4-2 (i) 管理者マニュアル 
4-2 (ii) 利用者マニュアル  
 
4-3 (i) 啓発ワークショップのためのマテリ

アル（シュアン・トゥイ国立公園で収集

されたデータの報告書作成、出版物への

活用事例） 
4-3 (ii) ワークショップ参加者数、開催回

数、配布された啓発マテリアルの数 
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活動 
投入  

日本側 ベトナム側 
0-1 PDM と PO のレビューを行い、必要に応じて JCC の承認の下で更

新する。 
日本人専門家 
・ チーフアドバイザー 
・ データベース開発 
・ 植生調査 
・ 生態調査 
・ 業務調整 
 
資機材供与 
・ サーバ 
・ データベース・ソフトウェア 
・ ワーク・ステーション 
・ コンピュータ 
・ カラーレーザープリンタ 
・ スキャナー 
・ UPS 
・ OA ソフト 
・ カメラトラップ 
・ デジタルカメラ 
・ 携帯型 GPS 
・ 双眼鏡 
・ コンパス付クリノメータ 
・ 測高計 
・ その他 
 
研修 
・ 本邦研修(日本)もしくは第三国

研修 
 
プロジェクト経費 
 

カウンターパート 
・ プロジェクトダイレクター 
・ プロジェクトマネージャー 
・ その他スタッフ 
 
施設・資機材 
プロジェクトオフィス、会議室、

必要な資機材、インターネット環

境、NBDS のドメイン登録 
 
カウンターパート経費 

 

0-2 プロジェクト活動の進捗をモニタリングし評価する。 

1-1 既存データベースを確認し分析を行う。 

1-2 天然資源環境省（MONRE）、MARD、科学技術省（MOST）、VAST、
その他の関連省庁・機関の参加による技術検討ワーキンググルー

プを設立する。 

1-3 技術検討ワーキンググループ（TWG）のミーティングを開催する。

1-4 有識者の参加によるワークショップを開催しNBDSの仕様を検討

する。 
1-5 TWG の合意に基づいて、プロポーザル（マスタースキーム）と

NBDS アーキテクチャ（案）を作成し、国家レベル生物多様性モ

ニタリングコアセット指標を開発する。 
1-6  国家レベルの生物多様性モニタリング指標開発のためのガイドラ

インを作成する。 

1-7 NBDS に収録すべくデータを収集し入力する。 

1-8  パイロット事業の経験に基づいて NBDS の枠組みを改良する。 
1-9 NBDS のアーキテクチャー最終案を MONRE に提出する。 
2-1 既存データベースの運営機関の中から主要な機関を抽出する。  
2-2  既存のデータベースを所有する機関の、データ所有状況、フォー

マット、データ共有・データベース管理の能力に関する評価を行

う。 
2-3 NBDS のデータ・情報の共有・運営・利用に関して、既存データ

ベース運営機関との協力メカニズムを草案する。  
3-1 ナムディン省シュアン・トゥイ国立公園の生物多様性指標を確定

する。 

3-2 ナムディン省のパイロットデータベースのデータフォーマット

を開発する。 

3-3 ナムディン省のパイロットデータベースに収録すべきデータを

添
付

資
料

2

84



 
 

確定する。 
3-4  シュアン・トゥイ国立公園で実施するパイロット調査に係るデー

タ収集・集約・モニタリングの手順書を作成する。 Pre-conditions 

MARD, MOST, VAST や

その他の関係機関からプ

ロジェクト実施に関して

の支援が得られる。 

3-5 ナムディン省シュアン・トゥイ国立公園で基礎調査及び生態系モ

ニタリングを実施する。 
3-6 生物多様性基礎調査により収集したデータを集約する。 
3-7 パイロットデータベースに収集したデータを入力する。 
3-8  指標の開発やシュアン・トゥイ国立公園への指標の適用などのパ

イロット調査での経験を基に、湿地の生態系基礎調査及びモニタ

リングの技術ガイドラインを作成する。 
4-1 関連省庁・機関の職員を対象としてデータベースの運営・利用お

よび生物多様性基礎調査についてのトレーニングを実施する。 
4-2 第 1 世代の NBDS の管理者マニュアルと利用者マニュアルを作成

する。 
4-3  シュアン・トゥイ国立公園で収集されたデータをもとに、報告書

作成や出版物への活用事例を作成する。 
4-4  政策立案者、中央・省レベルの官庁職員などへ NBDS を紹介する

ためのワークショップ・セミナーを開催する。 
Note 1: 実体関連図（Entity Relationship Diagram/ER 図）は、NBDS の全体の構造を示すものである。印刷物として NBDS の構造が確認できる。プロジェクトより入手可能。 
Note 2: アクセプタンステストは JET と BCA が共同で、ユーザーに対して実施する。  
Note 3: 使用されているソフトウェアのタイプは、管理者マニュアルで確認できる。   
Note 4: アーキテクチャーにはデータベースのハードウェアに関しての記載のみ含まれる。一方、プロポーザル（マスタースキーム）は維持・管理の体制等についても言及

する。  
Note5: 国家レベル生物多様性モニタリング指標開発ガイドラインには、シュアン・トゥイ国立公園の指標開発プロセス、選定の根拠、選定基準を記載する。  
Note 6: パイロット調査は、データ収集の手順確認と、NBDS のデータ構造・データ入力手順の確認に使用するデータ収集のために実施された。したがって、調査の範囲は

限定的である。また、シュアン・トゥイ国立公園はパイロットサイトとして選定されたにとどまり、それ以外のナムディン省の地域で同様の調査を実施する計画は

ない。 
Note 7: シュアン・トゥイ国立公園で実施されたパイロット調査の仕様、データ収集、分析手法、結果を内容に含める。  
Note 8: ガイドラインの内容は、湿地生態系での基礎調査とモニタリング手法を含める。詳細は、BCA と専門家チームで検討する。 
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ベトナム国 国家生物多様性データベース開発プロジェクト 

中間レビュー 評価グリッド 

2013 年 5 月 15 日 

評価 5 項目 
評価設問 

情報収集方法・情報源 
質問票1 留意点 

大項目  小項目 Q
1

Q
2

Q
3

Q
4

Q
5

Q
6

 

0. プロジェ

クト運

営・管理 

プロジェクト

運営管理プロ

セス 

0-1  JET、カウンターパート機関およびカウンタ

ーパートの連絡・対話はどの程度行われた

か？  
 JET とカウンターパートの関係性はプロジェ

クト実施に影響を与えたか？ 

 PDM/PO 
 月報 
 現場での目視 
 聞き取り 

X X X X
 

0-2  関係者がどの程度、プロジェクト目標、実施

方針プロジェクト活動（PDM の内容）を理解

しているか？  

X X X X

0-3  プロジェクトはどのようにして問題解決を図

ったか？ 
 それは、プロジェクトの進捗にどのような影

響があったか？ 

X X X X

0-4  プロジェクト活動の進捗 X X X X

0-5  モニタリングはどのように実施されたか？ 
 モニタリングを実施するにあたり、技術的な

問題はあったか？ 

 聞き取り X X X X
聞き取りの結果、PDM の指標・

確認手段の変更を提案する。 

1. 妥当性 ベトナム国の

ニーズと合致

しているか 

1-1  プロジェクト開始後に、新たに判明したニー

ズはあるか？ 
 そのようなニーズに対して、プロジェクトは

どのような対応をとったか？ 

 月報 
 聞き取り 

X X X X
 

国際的政策・

日本の政策と

の合致 

1-2  プロジェクトは、国際的政策、日本の政策と

合致しているか？ 
 月報 
 政策関連文書 
 聞き取り 

X X X X X  

外部要因 1-3  プロジェクト実施前に想定された外部状況、

政策環境に変化はあったか？ 
X X X X X  

                                                  
1 Q1：専門家向け質問、Q2 ：カウンターパート（組織）向け質問、Q3：カウンターパート（個人）向け質問、Q4：他の関連組織/プロジェクト向け

質問、Q5 ：ナムディン省関係者向け質問、Q6 ：シュアン・トゥイ国立公園向け質問 
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評価 5 項目 
評価設問 

情報収集方法・情報源 
質問票1 留意点 

大項目  小項目 Q
1

Q
2

Q
3

Q
4

Q
5

Q
6

 

2. 有効性 プロジェクト

目標の達成度 
2-1  プロジェクト目標はどの程度達成できている

か？ 
 月報 
 JCC、そのほかの会議、

ワークショップの議事

録 
 聞き取り 

X X X X X  

アウトプット

の達成度 
2-2  プロジェクトアウトプットはどの程度達成で

きているか？ 
 月報 
 JCC 議事録 
 現地調査・モニタリング

のために作成された技

術ガイドライン 
 評価レポート 
 現地での目視 
 聞き取り 

X X X X X 調査団は、現地にてアウトプッ

トの質を確認する。 

 促進・阻害要

因 
2-3  プロジェクトの到達度に栄養を与えている要

因はなにか？（精度、政策、社会環境等） 
 月報 
 聞き取り 

X X X X X  

3. 効率性 投入の実績と

適切さ 
3-1  種類、量、質、と投入のタイミングは適切で

あったか？そして、なされた投入はどの程度

有効に活用されているか？ 
 

 月報 
 日本側・ベトナム側によ

って調達された機材リ

スト 
 現地での目視 
 聞き取り 

X X X X X  

 他の組織から

の協力 
3-2  プロジェクトで必要とするリソースを補強す

るような協力関係を他の組織・プロジェクト

と結ぶことはあったか？ 

 月報 
 他の関係機関・プロジェ

クトと専門家チームの

会議の記録 

X X X X X X  

 促進・阻害要

因 
3-3  プロジェクトの投入実績に影響を与えた促

進・阻害要因はあったか？ 
 月報 
 聞き取り 

X X X X X  

4. インパクト 上位目標の達

成度 
4-1  関係者はプロジェクトの上位目標を理解して

いるか？ 
 関係者は、上位目標達成のための支援する姿

勢を明らかに示しているか？ 

 月報 
 JCC、TWG、そのほかの

ワークショップの議事

録 
 聞き取り 

X X X X X  

  4-2  上位目標を達成する可能性はどの程度か？  聞き取り X X X X X  
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評価 5 項目 
評価設問 

情報収集方法・情報源 
質問票1 留意点 

大項目  小項目 Q
1

Q
2

Q
3

Q
4

Q
5

Q
6

 

 波及効果 4-3  プロジェクトの波及効果・あるいは意図しな

かったインパクトが発現する可能性はある

か？ 

 月報 
 JCC、TWG、そのほかの

ワークショップの議事

録 
 他の関係機関・プロジェ

クトと専門家チームの

会議の記録 
 聞き取り 

X X X X X X  

 負のインパク

ト 
4-4  負のインパクトを生じさせるような要因はあ

ったか？もし、あった場合、どのような対応

策を講じるのか？  

 聞き取り X X X X X X  

促進・阻害要

因 
4-5  上位目標の達成に影響を与えるような促 

進・阻害要因はあるか？ 
 月報 
 JCC、TWG、そのほかの

ワークショップの議事

録 
 聞き取り 

X X X X X X  

5．持続性 人材能力向上 5-1  技術移転を受けるカウンターパートの人数は

十分であったか？ 
 技術移転を受けるカウンターパートの経歴・

技術的背景は適切であったか？ 

 現地での目視 
 聞き取り 

X X X X  

  5-2  技術移転の内容、期間、頻度、研修手法、研

修方式は適切であったか？  
 月報 
 TWG 議事録 
 プロジェクトにより実

施された調査の結果 
 聞き取り 

X X X X X  

  5-3  プロジェクト終了後に必要な専門知識や技術

を十分に習得する可能性はどの程度あるか？

 聞き取り X X X X X  

 ガイドライ

ン・マニュア

ルの作成 

5-4  マニュアル・ガイドラインの作成にカウンタ

ーパートはどのように関わったか？ 
 プロジェクトで作成さ

れたガイドラインやマ

ニュアル 
 月報 
 聞き取り 

X X X X X X 質問票 5 では、パイロット調査

のために作成されたマニュアル

と調査方法の応用性・使いやす

さについて確認する。 
5-5  マニュアル・ガイドラインの内容は、ベトナ

ムでの利用・汎用に適しているか？ 
 どの程度、これらの文書は活用できるか？ 

X X X X X X

 データ共有・

管理・資料の

ための設立と

その持続性 

5-6  どの程度の可能性で、データ共有、管理、利

用の協力体制を設立できるか？ 
 聞き取り X X X X X X 質問票 5 では、データ共有・管

理・利用のための協力システム

が地方省レベルで設立される可

能性を検証する。 
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評価 5 項目 
評価設問 

情報収集方法・情報源 
質問票1 留意点 

大項目  小項目 Q
1

Q
2

Q
3

Q
4

Q
5

Q
6

 

 政策環境 5-7  ベトナム政府が NBDS の維持・開発を行い有

効に活用する可能性はどの程度あるか？ 
 ベトナム政府が、上記のような活動を長期に

わたって支援する、あるいは、そのような体

制を作ることはあるのか？ 

 聞き取り X X X X X X  

 促進・阻害要

因 
5-8  持続性に影響を与えるような促進・阻害要因

はあるか？ 
 聞き取り X X X X X X  
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主要面談者リスト 

ベトナム側関係者 
天然資源環境省（Ministry of Natural Resources and Environment） 

 
ベトナム科学技術院（Viet Nam Academy of Science and Technology）  

 
科学技術省（Ministry of Science and Technology） 

 
 
農業農村開発省 (Ministry of Agriculture and Rural Development) 

 氏名 役職 所属先 

1 Dr. Nguyen The Dong Deputy Director General Viet Nam Environment Administration 
(VEA) 

2 Mr. Nguyen Manh Trung Department of Planning 
and Finance 

Viet Nam Environment Administration 
(VEA) 

3 Mr. Nugyen Minh Cuong Deputy Director General 
Viet Nam Environment Administration 
(VEA), International Cooperation, 
Science, Technology 

4 Mr. Pham Anh Cuong Director Biodiversity Conservation Agency 
(BCA), (VEA) 

5 Ms. Hoang Thi Thanh 
Nhan Deputy Director Biodiversity Conservation Agency (BCA) 

(VEA) 
6 Mr. Nguyen Xuan Dung Chief  Administration Office, BCA (VEA) 
7 Ms. Nguyen Thu Thuy Staff Administration Office, BCA(VEA) 
8 Mr. Tran Ngoc Cuong Head of Ecology Division BCA (VEA) 
9 Mr. Nguyen Xuan Thuy Director Information Technology Centre (VEA) 

10 Mr. Nguyen Quoc Khanh Director Centre for Environment Information and 
Documentation(CEID) (VEA) 

11 Mr. M. S Van Hung Vy 
Deputy Chief of Data and 
Information System 
Section 

Centre for Environmental 
Monitoring(CEM) (VEA) 

12 Ms. Nguyen Thuy Quynh  
Database and Information System 
Division, Centre for Environmental 
Monitoring (CEM) (VEA) 

 氏名 役職 所属先 

1 Mr. Le Xuan Canh Director Institute of Ecology and Biological Resources 
(IEBR) 

 氏名 役職 所属先 

1 Mr. Nguyen Thi Thanh 
Ha 

Deputy Director 
General Social and Natural Science Department 

 氏名 役職 所属先 

1 Dr. Ngo Tien Dung Vice Director Nature Conservation Department, Viet Nam 
Administration of Forestry (VNFOREST) 

2 Ms. Nguyen Gian Thu Deputy Director 
General Department of Science, Technology 
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ハノイ大学(Viet Nam National University, Hanoi) 

 
ナムディン省 

 
  

3 Mr. Le Van Tan 

Head of 
Environment 
Management 
Division 

Science, Technology and Environment 
Department 

4 Ms. Nguyen Thi Hoy 
Thanh Officer Department of Science, Technology 

5 Mr. Pham Trong Yen Deputy Director  
Department of Science and Technology and 
International Cooperation, Directorate of 
Fisheries (D-Fish) 

6 Mr. Nguyen Thanh Binh   Science, Technology and International 
Cooperation (D-Fish) 

 氏名 役職 所属先 

1 Prof. Vo Quy  Centre for Natural Resources and Environmental 
Studies (CRES) 

2 Dr. Vo Thanh Son  Centre for Natural Resources and Environmental 
Studies (CRES) 

 氏名 役職 所属先 
1 Mr. Nguyen Viet Hung Vice Chair person Nam Dinh Province PPC 
2 Mr. Nguyen Tuan Hung Official Nam Dinh Province PPC 

3 Mr. Nguyen Phung Hoan Deputy Director Department of Agriculture and Rural 
Development (DARD) 

4 Mr. Bui Cong Mau Deputy Director Environment Protection Agency, Department of 
Natural Resources Environment (DONRE) 

5 Mr. Vu Minh Luong Director DONRE 
6 Mr. Phan Van Phong Deputy Director  DONRE 
7 Mr. Phan Anh Chien Staff DONRE 
8 Mr. Nguen Viet Cach Director Xuan Thuy National Park 
9 Mr. Ngo Van Chieu Staff Xuan Thuy National Park 
10 Mr. Phan Van Truong Staff Xuan Thuy National Park 
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日本大使館 
 
 
 
 

国家生物多様性データベースプロジェクト専門家 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

JICA ベトナム事務所 
 
 

 氏名 役職 
1 友寄厚樹 二等書記官 

 氏名 役職 
1 小暮陽一 チーフアドバイザー 
2 山田幸代 データベース開発 2 
3 大塚雅裕 植生調査 1 
4 Nguyen Duc Tu 生態調査 1 / 植生調査 2 
5 羽地朝新 生態調査 2 
6 小林麻由香 データベース開発補助 2 / 業務調整 1 
7 Nguyen Thi Sinh Project Secretary Assistant 

 氏名 役職 
1 沖浦文彦 次長 
2 江頭英二 企画調査員 
3 Mr. Nguyen Vu Tiep ナショナルスタッフ 
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ベトナム国 国家生物多様性データベース開発プロジェクト 

 中間レビュー 面談議事録 

会議名 日本側専門家への聞き取り 

日時 2013 年 5 月 14 日（火）15：30～19：00 

場所 NDBS プロジェクト事務所 

面談者  小暮 CA、羽地専門家、大塚専門家、山田専門家 

先方  NBDS プロジェクト専門家チーム 

我が方  江波戸 

協議内容  追加プロジェクト文書の入手 

 TWG の位置づけ（技術移転先なのか、技術的な後ろ盾としての諮問機関・意思決

定機関なのか）の確認 

 指標選定プロセスの現況確認 

 データニーズの多様化の経緯（プロジェクト形成時点では、生物種データのみ想

定、現在は、愛知目標に基づき多様化。） 

 聞き取り（詳細は、聞き取り調査結果参照） 

 

会議名 JICA ベトナム事務所および専門家チームとの打合せ 

日時 2013 年 5 月 15 日（水）9：00～11:00 

場所 JICA Vietnam Office 

面談者  江頭英二 JICA ベトナム事務所所員 

 小暮 CA、羽地専門家、大塚専門家、山田専門家 

先方  JICA ベトナム事務所、NBDS 専門家チーム 

我が方  江波戸 

協議内容  調査日程の確認 

 これまでの、ベトナム側とのプロジェクト進捗・成果、今後の方向性についての

事前協議の結果。BCA からの公文による要請に基づき、2013 年当初より検討開始

（協議の成果は、江頭所員、専門家と共有）。 

 TWG の位置づけの確認が必要。と同時に、ベトナム側が主張するローカル専門家

の起用についても、今回のレビュー期間中に検討する。現在までに、ベトナム人

の専門家からの専門的後ろ盾がないため、ベトナム側では、指標の選定も最終化

できない。一案として、TWG のメンバーとして、ローカル専門家を起用すること

が考えられる。 

 日本側、ベトナム側が想定しているデータベースに含まれるべきデータの種類、

量の認識が異なる。プロジェクト期間中に達成可能、かつ、第 2 世代のデータベ

ース、NDBS の開発及び持続的な維持・管理に貢献する、具体的なアウトプット

の定義付けとベトナム側との共通認識の確立を中間レビュー中に、目指したい。
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（例：アウトプット 2 の指標として、「草案の作成、MONRE への提出、承認」。

アウトプット 3 の指標として、「教育マテリアル」となっているのを、「データベ

ース使用事例の作成」とすることにより、ベトナム側のニーズにより合致した活

動にする。） 

 ベトナム側はデータベースのデータを国家レベルの報告書作成のために利用した

いと考えている。 

 

会議名 カウンターパート機関及びベトナム側レビューチームへの調査概要説明 

日時 2013 年 5 月 15 日（水）13：30～14：30 

場所 MONRE 会議室 

面談者 Mr. Nguyen Manh Trung(VEA)、 Ms. Hoang Thanh Nhan (BCA Deputy Director)、 Dr. Phan 

Anh Cuong(BCA Director)、 Ms. Phuing Thu Thui (BCA )、 Mr. Nguen Xuan Dun (BCA) 

ベトナム側レビューチーム：Mr. Bui Ngoc Anh、 Dr. Phan T. Thanh Hoi 

先方 VEA、BCA、ベトナム側レビューチーム 

我が方  江頭 JICA ベトナム事務所所員、小暮 CA、山田専門家、江波戸 

協議内容  ベトナム側レビューチームメンバー総括の再考要請。Project Director がベトナム

側総括というのは、適切ではなく、人選の再考を促す。 

 江波戸による、評価プロセス、評価の指標、グリッドなどについての概略説明。

ナムディン省および XTNP への追加質問項目の要請、質問票に反映。 

 

会議名 PDM レビュー 

日時 2013 年 5 月 16 日（木）10：00～12：00 

場所 NBDS 会議室 

面談者 BCA およびプロジェクト関係者 

先方  BCA 

我が方  江頭 JICA ベトナム事務所所員、小暮 CA、羽地専門家、大塚専門家、山田専門家、

江波戸 

協議内容  BCA によるプロジェクトアウトプットのレビューとプロジェクト改善点の発表

が行われた。江波戸は、議論途中より、参加。 

 PDM に記載されているプロジェクト目標、アウトプットの理解が日本側とベトナ

ム側の間で異なることが分かり、各項目について共通の認識を持つことを目的と

した話し合いを行った。 

 ベトナム側は、このプロジェクトは NBDS の最終形をつくることが目的であると

理解している模様。だが、このプロジェクトは、そのデザインと枠組みを作るこ

とを目指すという点は、ベトナム側に理解された。 

 また、NBDS の大枠について他の関係機関とのコンセンサスが得られることが前

提として認識されている。また、それがなければ、プロジェクトのアウトプット

の NBDS のスケルトンはできないということも理解された。したがって、コンセ
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ンサスを得るための MONRE のコミットメントと、タイムラインの合意をする必

要性についても BCA と日本側で合意された。 

 江波戸：Database の Architecture をつくる際には、使用者や使用目的、Database 開

発にかけられる時間と予算、資金源なども考慮して、現実的な計画を作成するこ

と、ベトナムの現状に即したデータベースを作成するには、外国からの資金を使

うことには限界があり、自前の資金調達の可能性についても検討するように提案。

 データベースに入力されるべきデータは当初の Taxonomy データだけでなく、

Ecosystem アプローチに基づくデータが NBDS には必要であることが確認された。

プロジェクトでどこまで、対応できるのか、今後の検討課題。しかし、プロジェ

クトのスコープは限られているということについて、BCA と確認した。 

 一両日中に PDM の変更点を BCA が提案することで合意。 

 

会議名 米田団員と NBDS 専門家チーム打合せ 

日時 2013 年 5 月 20 日（月）8 時 40 分～11 時 00 分 

場所 NBDS 専門家事務所 

面談者  小暮 CA、大塚専門家、山田専門家 

先方  NBDS 専門家チーム 

我が方  米田団員、江波戸 

協議内容  NBDS に収録されるべきデータの範囲について 

 種、保護区域、森林、湿地を中心に整備してはどうかという、米田団員の提

言について、専門家からの説明。以下のとおり。 

① 保護区域、森林は MARD がデータを所有。MARD 所有のデータはメタ

データとしてリンクを貼り付ける。 

② データの共有については、プロジェクトで計画しているような法整備を

行うというのも妥当。 

③ ラムサール条約登録湿地は、MONRE の管轄でもあるので、湿地のデー

タを中心に NBDS を整備。 

 指標が決まらないと、データベースの構造が決まらない。今後どうすべきか。 

 米田氏： 

① CBD の指標、アウトルック方式の指標をとってはどうか。 

② 愛知目標のベトナム版を作ってはどうか。 

 ローカル専門家の追加 

 予算の追加と技術的な判断をする専門家が必要。ガイドラインの作成、指標

の選定などにもベトナム人専門家のインプットが必要と BCA が主張。 

 カウンターパート 

 BCA は技術の専門家ではないので、実作業ができない。マニュアル作成など

ができる人材はいない。→ローカル専門家の雇用が必要。 

 TWG での様々な検討作業中に、ベトナム国の生物多様性の政策や計画につい
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てのベトナム側の状態についての情報提供はなかった。また、カウンターパ

ートとして BCA から配置されているスタッフは、関係省庁との調整が中心で

ある。技術移転の対象については、実際に政策立案に関わる立場の人材を配

置する必要がある。 

 ローカルコンサルトはプロジェクト期間中しか従事しない→持続性に問題。

 データについて： 

 BCA は RedDataBookの種のデータだけでは不足である。生態系データ、遺伝

子情報も必要と言っている。 

 米田氏より、農業作物に関しては、FAO の作っている遺伝子のデータを活用

してはどうか。森林に関しては、MARD と FAO が実施した森林区分のデー

タがある。GIS のモニタリングデータは第 2 世代にやればよい。データの共

有のための法整備などは必要。 

 今回の中間調査で、精査すべき点。 

1. ローカライズをどうしていくか（ローカル専門家、カウンターパートの役割、

費用負担など）？ 

2. 指標をどの程度まで最終化するのか。 

 BCA の人材不足・整備の必要性について、今回の、MONRE への表敬の際にひと

言付け加えるとよいのではないか。 

 JCC への報告をもう少し定期的に行ってはどうか（問題点の共有と解決策の模索

のためにも）。 

 ニューズレターを発行するなどして、関係者との情報共有をする努力をしてはど

うか。 

 

会議名 JICA ベトナム事務所打合せ 

日時 2013 年 5 月 22 日（水）9：00～11：00 

場所 JICA ベトナム事務所会議室 

面談者  沖浦次長、江頭所員 

先方  JICA ベトナム事務所 

我が方  畑総括、米田団員、谷口団員、小暮 CA、江波戸 

協議内容  評価ミッションの目的、対処方針について谷口団員より説明 

 畑総括：データベース開発、データベースに入力するべきデータ収集のための調

査に関しては、ローカルの人材・専門家を有効に活用することが現実的。データ

ベースに関しては、VEA の中で維持管理はなんとか賄えるものの継続した開発と

なると、内部では難しい。調査に関しても、BCA の職員（行政官）にはいずれの

知識も十分ではないと思われる。 

 沖浦次長：MONRE は比較的に新しい省ではあるが、環境問題でも脚光を浴びて

いるので、援助は多い。しかし、MONRE のオーナーシップは非常に弱く、VEA

はとても依存心が強い。実際に、BCA は作業には関わらず、しかし、PDM にあ
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るので、専門家が作業をしてしまうという構図であれば、プロジェクトが終われ

ば、全て終わってしまう。行政のキャパシティの中でやるという姿勢が必要。技

術がこの国の現状に合っているかどうかを検証することも非常に難しい。コンサ

ルタントを使うのは問題ないが、どうやって使うのか、どういう目的で雇うのか

というところを明確に検証する必要がある。場合によっては、彼らができるスケ

ールまで落としていくことも検討する必要があるのではないか。VEA は特に予算

がない。 

 NBDS プロジェクトは、気候変動対策支援のための円借款（SP-RCC）付帯プロジ

ェクトではあるが、一般財政支援として実施されているため、そこからの予算配

分は期待できない。首相が認めた SP-RCC の予算を使ったプロジェクトもあるが、

全てインフラストラクチャー系。生物多様性は、気候変動との関連性が見えづら

く、予算要求をするのは、現実的には難しい。2011 年に評価して、データベース

開発は、政策のアクションプランからは消えた。 

 Department of Science and Technology、MARD：データ関連の窓口で、特に決定権

などはない。森林データは FORMIS というプロジェクトが森林セクタ―のデータ

統合をやろうとしている。森林データはすでに相当量が収集されており、GIS 機

能もある。しかし、データベースの維持管理については MARD の中でどこが管理

するのかが明確になっていない。 

 State of Environment も止まっている。ベトナムでは、定期的に発行しているわけ

ではなくて、予算がついたときに作成する状況。 

 国立公園の管理：国の管理は複数省にまたがる国立公園（6 カ所）。省内で収まっ

ている国立公園は、省が国の技術ガイドラインに基づいて管理している。本プロ

ジェクトのパイロットサイトである XTNP は、省が管理。 

 NBDS の維持管理・利用について：BCA が今後このどう使っていくのか、維持し

ていくのか、人員、予算などを具体的に出せると良い。プロジェクト終了後の管

理体制を図で示せると良い。（小暮 CA 作成予定） 

 生物多様性に関する事業の資金源に関しての情報は、2010 年に JICA がまと

めた情報がある。2013 年 3 月には、修正版が出ている。ナレッジサイトにア

ップする予定もあるので、共有することは可能。 

 生物多様性データベースは本当に必要とされているのか？ 

 生物多様性法によって規定されているから必要。ドナーからは期待が高い。

ベトナム全体の視点から言えばそれほどニーズは高くない。生物多様性につ

いて理解・認識は薄い。 

 生態系サービスに関する情報についての必要性は BCA も認識している。 

 XTNP（シュアン・トゥイ国立公園）では、Invasive でも外来種でも種が増え

れば良い、そこに住む人々に対する利益がたくさんあれば、それでよいとい

う考え方。国立公園の内部でも、生態系は大きく変化してしまった。 
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 阻害要因 

 MONRE が生態系情報を扱うということになっているが、組織的・能力的に

実施できていない。実際は、MARD が行っている。また、MONRE はフィー

ルドを持っていない。 

 MARD のデータにアクセスできるようなリンクを NBDS に貼ればよいと思

う。それが、クリアリングハウスメカニズムの目的。しかし、問題は、MONRE

で、どういうデータが必要かが、まとまっていない。 

 ベトナム全土の国立公園の情報が 1 つにまとまった資料はあるのか？ 

 地図上に点で位置を示しているだけの資料はある。 

 NBDS のアウトプットで形に見えるものを作ったらよいのではないか。

FORMIS から保護区の境界データをもらって、生物データを入れ込んでも良

いのではないか？プロジェクトでは GIS のソフトを持っているので、地図デ

ータに重ねることはできる。それは、第 2 世代の開発になる。 

 能力向上 

 目的を明確にする必要があるだろう。もし、技術的な能力を身につけられな

いのであれば、マネジメントのスキルを向上させるほうがよいのかもしれな

い。 

 しかし、カウンターパートは、学習意欲はあるが、業務が忙しいので、研修

に参加したりすることは難しい。 

 JCC で提出する資料 

 改訂版 PDM とレポート：PDM の変更理由のレポートを残しておく必要があ

るだろう。 

 データベースの利用目的 

 レッドリストの管理 

 ラムサール湿地の管理に使える 

 政策が適用されていないところを明確にする。 

 生計向上データを入れる場合には、公園内での生産活動による生計の変化を

見たい。ワイズユースの適用も目指している。訪問客の数、バッファーゾー

ンの利用協定などについてのデータを収録していけばよい。 

 生態系サービス（水資源）の供給評価 

 TK や TEK の種のリストを使う（第一次調査の中には含まれていて、実施済

み）。 

 BCA からアイデアが出てくればよいが、そのアイデアがない。それならば種

のデータを整備しておけばいいのではないか。レッドリスト関連のあるデー

タを入れ込むのも一案。 

 

会議名 ベトナム側レビュー調査団メンバーとの打合せ 

日時 2013 年 5 月 22 日（火）13:30～15：30 
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場所 VEA ミーティングルーム  

面談者  ベトナム側レビューチーム：Dr. Hoi、 Mr. Anh、  

 Mr. Dung（BCA）、 Mr. Thui （VEA）、Ms. Thuy（BCA） 

先方  ベトナム側レビューチーム 

我が方  畑総括、米田団員、谷口団員、小暮 CA、羽地専門家、大塚専門家、山田専門家、

江波戸 

協議内容  ベトナム側レビューチームリーダー：すでに、JICA の評価の成り立ちはほぼわか

っている。日本側レビューチームと協力して、中間レビューを取り行いたい。 

 小暮 CA によるプロジェクト概要、進捗報告。 

 国家生物多様性マスタープランが間もなく最終化されるので、それに伴い国

家レベルの指標も最終化。 

 Occurrence、分類（Taxonomy）、メタデータベースは完成し、第 1 回目の修正

が行われた。  

 第 3 回目の国内研修が実施される予定。 

 中間評価の日程確認と報告書への署名までのプロセス。  

 江波戸：評価手法の説明と確認事項 

 CEID は、データベースのデータを確認したいと言っている。彼らは、MONRE

の中のデータベース全てを統括しており、全てのデータベース開発のプロポ

ーザルは CEID がレビューしなくてはならない。現在、開発中のデータベー

スは MONREのガイドラインに合致しているか？⇒Decision 65、 Decree65, 69

を参照のこと。 

 ベトナム側レビューチーム（Dr. Hoi） 

 BCA は日本人専門家と毎週のように連絡を取り合いっている。CEID や CEM

とはあまり連絡が密にとられていなかった。D-FishではDecision 47に基づき、

coastal and inland water system のデータベースを開発中。VN Forest は 10 パイ

ロット地区でデータ収集を行う予定。プロジェクトの妥当性は高い。これま

でに、主だった環境の変化はなかった。データベースの枠組みはまだ、コン

センサスが取れていない。生物多様性を管理する立場としては、現在のデー

タでは不十分だが、研究者ならば良いであろう。エコシステムベースのデー

タベースへスコープを拡大する必要がある。 

 プロジェクトからの成果物としての文書は、確認できなかった。指標の選定のプ

ロセスに係るガイドラインは必要。  

 多数の関係者による協力メカニズムは生物多様性分野では一般的になってきてい

る。協力メカニズムを設立するには、法的文書が必要。一方で、運営していくの

は難しい。 

 TWG はプロジェクトの中で、技術的な検討・決定をする場として位置づけられて

いたはずだが、参加者はだれも専門家ではなく、決定をすることはできなかった。
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会議名 全体会合 

日時 2013 年 5 月 23 日（水）8:30 ～12:00 

場所 VEA Building 

面談者 Ms. Nhan (BCA)、 Mr. Tran (CEID)、 Ms. Khang (CEID)、 Ms. Phung Thu Thy(BCA)、 Mr. 

Trung (VEA) 

ベトナム側レビューチームメンバー： Mr. Cuong、 Mr. Trung、 Dr. Hoi 、Mr. Anh、 

NBDS 専門家：小暮 CA、山田専門家、小林専門家、大塚専門家、Mr. Tu 

先方  VEA、NBDS 専門家チーム、ベトナム側レビューチームメンバー 

我が方  畑総括、米田団員、高橋団員、谷口団員、江頭所員、Mr. Tiep JICA ベトナム事務

所 ナショナルスタッフ、江波戸 

協議内容  調査日程の確認と、これまでの調査結果の発表。 

 Mr. Cuong（BCA） 

 データベースの枠組みは、依然として、管理目標に合致したものではない。

データベースのスコープを拡張する必要がある。また、ベトナムの状況に合

致したプロジェクト成果物を作ることが重要だ。まだ、調整メカニズムはで

きていない（Output2）。パイロット調査は種の調査が中心だった。スコープ

を広げる必要がある（Output3 関連）。 

 Ms. Nhan（BCA） 

 GBIF はベトナムのニーズに会っていない。ベトナムのニーズは生物多様性全

体を管理することにある。そのための NBDS 開発だ。 

 PDM 指標は明確にする必要がある。また、指標の確認方法も明確にすべき

（例、プロジェクト報告書とだけするのではなく、指標、モニタリング、NBDS

利用・保守のためのガイドライン等、明確にどの文書を指すのかを示すべき）。

 ローカル専門家による技術的インプットが必要。 

 TWG はカウンターパートである。しかし、中には専門的知識が十分でないも

のも含まれる。TWG は関係者の代表なのであって、技術的な決定をする場で

はない。 

 関係者間の協力メカニズムに関してコンセンサスはまだない。  

 高橋団員から、日本の経験の紹介 

 1997 年に日本の生物多様性データベースの作成を行った。目的は、政策意思

決定、保全、環境教育だ。後にデータベースは大学や研究機関ともリンクす

るようになったが、当初、データベースの利用価値が見えにくく、また、デ

ータ入力のための彼らの資金も限られていたので、データの提供を受けるこ

とは難しかった。そこで、調査を外注しデータベースに入力されるべきデー

タを収集した。 

 適切な人材配置と予算配分は重要。 

 日本ではデータベースを開発するのに 5 年間かかった。 
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 Ms. Nhan（BCA） 

 これまでに見解の相違があった点については、今回の調査期間中に修正した

い。PDM の指標と指標の確認方法についても修正をする必要がある。また、

ローカル専門家の雇用についても検討してほしい。 

 関係者間との協議が十分でない。現在の予算では十分ではない。（カウンター

パート予算はほとんどが in-kind で納入されている。） 

 管理目的に照らせば、GBIF は適切ではない。社会経済データや、遺伝子、政

策、法律などに関する情報も収容すべき。また、中央および省レベルでのレ

ポーティングのシステムを作る必要がある。 

 小暮 CA 

 指標がまだ決まっていないので、どのようなデータが収録されるべきかが明

確でない。したがって、ストラクチャーはまだ最終化されたわけではない。

既存のデータの評価は重要で、どこから、どのようなデータが得られるのか

は精査したい。  

 Mr. Khang (CEID) 

 現在の NBDS のアーキテクチャーは適切でない。  

 プロジェクト終了後は、CEID がデータベース開発を継続する。 

 CEID は MONRE 内の環境データベースを管理している。また、マングロー

ブ生態系のデータベース開発も BCA と共同で始めている。  

 高橋団員 

 MONRE はユーザーであるのだから、データベース開発の目的を MONRE は

明確にしなくてはならない。データベースの変更や更新に関する知識は BCA

が持つべき。 

 江頭所員 

 GBIF に関しては、TWG で合意がとれていたはずだが、BCA には専門家が存

在しないので、ローカル専門家のインプットなしには決定できないというこ

とだった。では、具体的に例をあげてどこがどうベトナムの実情に合わない

のか？意思決定プロセスを明確にすべき。 

 小暮 CA： 

 GBIF 以外にもデータを収容することは可能。当初合意していた構造とフォー

マットで開発を続けることに問題はない。その前に、指標を選定する必要が

ある。すでに、存在するデータとの重複は避けなければならない。 

 

会議名 BCA 協議 

日時 2013 年 5 月 23 日（水）13:30 – 16:25 

場所 VEA Building 

面談者  Ms. Nhan  

先方  BCA（生物多様性保全局） 
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我が方  畑総括、米田団員、高橋団員、谷口団員、江頭所員、江波戸 

協議内容 BCA Ms. Nhan との協議 

 指標とストラクチャーについて 

 生物多様性保全国家戦略は間もなく首相の承認を得られる。NBDS はこの戦

略モニタリングのために使用。全てのデータを収集するには時間もかかる。

モニタリングのなかでも特に重要なデータを選ぶ必要があるのではないか？

 BCA が理解する「ストラクチャー」について説明。そして、BCA の役割につ

いても言及。BCA は生物多様性保全国家戦略を実施する機関であり、データ

共有、データベースの運営、そして、モニタリング、レポーティングの担当

機関である。NBDS は MONRE そして BCA のマンデートの 1 つである。 

 第 4 次生物多様性条約カントリーレポートは、他の省庁からデータの提供を受け

てレポートを作成した。NBDS を通じて、他の省庁とのデータの共有がしやすく

なると理解。 

 指標は、MONRE のアクションプランに基づいて選定されるべき。 

 GBIF は良い。しかし、追加のデータや変更が必要。 

 TWG での議論は、技術的な意思決定には意味を持たない。ローカル専門家と BCA

と日本側専門家が NBDS 開発のためのプロポーザルを作成する必要がある。そし

て、この文書は MONRE に承認される必要がある。この文書を基に、政府からの

リソースを獲得したい。 

 技術審議のためのメカニズム： 

 コアグループ（ローカル専門家、BCA、日本側専門家、ITC による）が文書・

ガイドラインなどを作成。 その後、関係者（MARD の FORMIS/ VN Forest、

D-Fish、科学技術環境局、日本側専門家、BCA、VEA、ITC、CEM、CEID、ロ

ーカル専門家）によるレビュー。審査の結果は、コアグループと共有され、コ

アグループが最終化。最終化された文書は、BCA/VEA を通じて各関係省庁か

ら公文にてコメントを要請。公文のコメントを受領後、MONRE 大臣の承認申

請。法的文書でなければ、BCA/VEA の承認のみ。たとえば「ストラクチャー」

や「ガイドライン・マニュアル」等。 

 アウトプット 2 の協力メカニズムの構築について。NBDS のプロポーザルの一

部が法的文書（regulation）の一部に使われることになるだろう。したがって、

NBDS のストラクチャーの議論と並行して作業ができる。他のステークホルダ

ーの合意が必要な場合は、MONRE の internal circular を発令する。その後の進

捗次第では、Circular を発令することもある。コアグループが regulation のドラ

フトを作成し、BCA/VEA が他の関係省庁からコメントを要請する。その後、

大臣の承認申請。ドラフト作成以後は、政府内の手続きに従う。 

 BCA 内には生物多様性委員会がある。しかし政治的なものであり、技術的な助

言をする機関ではない。 
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 江頭氏 

 技術諮問委員会を BCA の中に設立することを勧める（今回の中間レビュー報告

書で提案）。 

 Ms. Nhan 

 以下のような出版物に関しては、VEA の承認が必要。他の省庁からの関係者に

よる検討会や公文によるコメント要請は必要ない。BCA と日本側専門家で最終

化する。 

 ユーザーマニュアル、保守マニュアル 

 国家指標－国家指標案と選定理由の報告書、選定方法の技術報告書・ガ

イドライン 

 XTNP – 指標選定の理由と選定方法のガイドライン（TWG メンバーへ配

布したい。） 

 調査とモニタリングのガイドライン・マニュアル 

 XTNP での調査：夏の調査も網羅的な内容になる。しかし、調査の予算は不

足。  

 レビューチームからの提言のなかには、ベトナム側からの資金拠出というものも

含まれるが、もし、今回の JCC のミニッツに書き込むことで、少しでも予算獲得

に貢献するなら、それも一案。 

 

会議名 ラムサール条約、ASEAN 生物多様性センターのフォーカル・ポイント 

日時 2013 年 5 月 23 日（木）16：30～17：30 

場所 VEA Building 

面談者  Dr. Tran Ngoc Cuong (ラムサール・フォーカルポイント)、 Mr. Dung (BCA/ アセア

ン生物多様性センター・フォーカルポイント) 

先方  ― 

我が方  畑団員、米田団員、高橋団員、谷口団員、江波戸 

協議内容  ラムサール条約フォーカル・パーソン（Dr. Cuong）： 

 谷口団員より、JICA が、日本の事務局になったので、東南アジア諸国との協

力を模索している旨説明。NBDS のプロジェクトでも XTNP などラムサール

サイトも含まれている。ラムサール事務局からの技術的な支援も受けられる。

 ベトナムの湿地保全、ラムサールの状況： 

 1989 年に 5 サイトの登録。来年 2 サイトを推薦する予定。ラムサールサ

イトの保護のための資金は限られている。日本の経験からも学びたい。6

年に一度 Ramsar Information Sheet を作成しなくてはならない。しかし、

湿地のデータベースはない。また、ラムサールサイトのインフラストラ

クチャーも脆弱である。エコツーリズムにも適さない。登録サイトの自

前の資金もない。政府からの支援が必須だ。 

 XTNP では多くの研修が実施されている。どうして保全が必要なのかの
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理解が進んできている。ワイズユースは大切ではあるが、十分にその理

念が適用されてはいない。 

 ラムサールサイトで働いている人々は、湿地のことについての知識もな

く、能力向上が必要。2008 年に湿地はベトナムの重要生態系になった。

ラムサール事務局からは、ラムサールサイト向けのガイドラインが送ら

れてきており、現在ベトナム語に翻訳中。作業終了後、各サイトに配布

予定。また、一年に一度ラムサールサイトのリーダーを海外のワークシ

ョップに派遣しなくてはならない。啓もう活動も実施している。 

 ラムサールサイトの情報システムはあるのか？ 

 XTNP のデータベースに関連したガイドラインは、他のサイトがデー

タベースを作成する際の参考になる。 

 ラムサールサイトでは渡り鳥のカウンティングなどモニタリングの一部と

して実施しているか？⇒Wetland Internationalなどの NGOの協力により実施。

 高橋団員より、第一回アジア公園会議についての情報提供。 

 

 ASEAN 生物多様性センター(Mr. Dung/ BCA)： 

 ACB とは CHM や情報普及に関しての活動への協力を得ている。データベー

スに関してもワークショップが実施されており、ベトナムからも参加した。

GBIF についても ACB のワークショップで取り上げられた。 

 各国で CHM を導入することが薦められているが、ベトナムはまだ。ACB の

CHM はウェブサイトによるもの。その、開発費用は 5,000 ドルから 1 万ドル。

しかし、これだけでは開発、保守には十分ではない。 NBDS は CHM を実施

する上でとても良い機会だと思う。 

 

会議名 ナムディン省人民委員会表敬訪問 

日時 2013 年 5 月 24 日（金）13:30～14:30 

場所 ナムディン省 人民委員会（PPC） 

面談者  Mr. Nguyen Viet Hung (PPC 副議長)、Mr. Phan Van Phong(DONRE 副局長)、Mr. 

Pham Anh Chien (DONRE 職員)、Mr. Nguen Tuan Hung (PPC 職員)、Mr. Nguyen Phung 

Hoan (DARD 副局長) 

先方  ナムディン省 PPC、DONRE、DARD 

我が方  畑総括、米田団員、高橋団員、谷口団員、小暮 CA、江頭所員、江波戸 

 Dr. Hoi（ベトナム側レビューチーム）, Mr. Tung (通訳) 

協議内容  レビューチーム及び人民委員会副議長からのあいさつ。 

 DONRE の副局長がプロジェクトの進捗について、報告。 

 2 名の DONRE スタッフが TWG に参加。 

 予定されていた機材を受領。（PC とプリンター、各 1 台） 

 プロジェクトにより開催された全てのワークショップに参加。データベース
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に関するプロポーザルとデータの種類についての検討を行った。 

 JICA 専門家とともにデータ収集を行った。 

 DOST、DARD、D-fish 及び他の DONRE の部局と調整。  

 本邦研修に参加。 

 今後は、データベースの利用方法やデータの更新についての知識を習得した

い。（DARD も同様） 

 畑総括： 

 プロジェクトが実施している調査は、省の他の地区で実施することはできない。

 PPC： 

 紅河デルタ地帯の生態圏の気候変動は生物多様性の変化によるものである。包

括的な生物多様性モニタリングの方法を開発する必要があろう。生物多様性管

理に関するスタッフの研修が必要。 

 

会議名 中間レビュー調査報告 

日時 2013 年 5 月 29 日（水）15:20 ～15:50 

場所 JICA ベトナム事務所 

面談者  沖浦次長、江頭所員 

先方  JICA ベトナム事務所 

我が方  畑総括、米田団員、高橋団員、谷口団員、小暮 CA、江波戸 

協議内容  調査概要報告 

 JCC 打合せ 

 

会議名 中間レビュー調査報告 

日時 2013 年 5 月 29 日（土）16:00 ～16:40 

場所 日本大使館 

面談者  友寄厚樹 二等書記官 

先方  日本大使館 

我が方  畑総括、米田団員、高橋団員、谷口団員、小暮 CA、江波戸 

協議内容  -NBDS プロジェクトの概要説明。 

 -調査報告概要説明 

 -そのほか、意見交換。 
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ベトナム国 国家生物多様性データベース開発プロジェクト 

中間レビュー 調査結果（要約）1 

2013 年 5 月 30 日 

評価 5 項目 
評価設問 

調査結果要約 
大項目  小項目 

0. プロジェ

クト運

営・管理 

プロジェクト

運営管理プロ

セス 

0-1  JET、カウンターパート機関およびカウンタ

ーパートとのコミュニケーションはどの程

度行われたか？  
 JET とカウンターパートの関係性はプロジ

ェクト実施に影響を与えたか？ 

 日本側専門家とカウンターパート機関（BCA)は毎週のようにコミュニケ

ーションをとっている。関係性も良好。また、必要に応じてミーティング

を持つため、一週間に何度もミーティングを持つこともしばしばある。 
 カウンターパートと定義づけられている関係者とは、TWG やセミナーの

時点で会うのみ。TWG ミーティングは必要に応じて開催されている。聞

き取り実施時点直近前後では、開催されていなかった。 
 JCC では、プロジェクトの実施に影響を与えるような関係者が参加して、

プロジェクトからの重要事項の説明や、承認を目的として開催される。中

間レビューまでの時点では、1 度、開催された。聞き取りから、JCC は、

関係機関とのコンセンサスの構築の場や進捗に影響を与えるような問題

の解決策を模索する場としては、十分には、活用されていなかったと思料。 
 TWG のメンバーの中には、ミーティングやセミナーで彼らが発言したこ

とが、どう反映されているのか知りたい。定期的に、ミーティングやニュ

ーズレターなどでプロジェクトの活動内容を知る機会を設けてほしいと

いう意見があった。 
0-2  関係者がどの程度、プロジェクト目標、実

施方針プロジェクト活動（PDM の内容）を

理解しているか？  

 プロジェクト目標と、プロジェクト実施方針について、日本側とベトナム

側での理解の乖離があった。 
 ベトナム側の認識では、当該プロジェクトで NBDS が完成するものという

理解を長らく持っていた。 
 実施方針についても、技術移転をベトナム側が受け、日本側専門家との協

働作業で、成果物を作成するという理解は薄い。ベトナム側は、日本側が

技術提供をし、実作業をして完成品を引き渡すと理解していた。（5-1 参照） 

                                                  
1 詳細は、面談議事録にて確認されたい。 
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評価 5 項目 
評価設問 

調査結果要約 
大項目  小項目 

0-3  プロジェクトはどのようにして問題解決を

図ったか？ 
 それは、プロジェクトの進捗にどのような

影響があったか？ 

 プロジェクトはカウンターパート機関との話し合いを頻繁に持ち、プロジ

ェクト目標、実施方針などについての理解の共有に努めた。しかし、時間

を要しており、聞き取り時点では、まだ、部分的にしか共有できていなか

った。 
 プロジェクト実施後に、PDM をプロジェクト開始後に改訂し、プロジェ

クトが実施される環境に適したプロジェクト実施・運営ができるようにし

た。 
 カウンターパート機関は、「生物多様性モニタリング指標の設定」や「NBDS

アーキテクチャー」の作成にあたっては、ベトナム人のローカル専門家の

関与が必要と主張している。ベトナム側の専門家の関与のためには、別途、

資金が必要となるため、プロジェクトでは、JICA と問題を共有・協議。

聞き取り実施時点では、結論は出ていなかった。 
0-4  プロジェクト活動の進捗  プロジェクト活動は若干の遅れがみられるものの、スケジュール通りにお

おむね進んでいる。 
 しかし、国レベルのコアセット指標や、協力メカニズム構築のための法的

文書の草案準備、ローカル専門家の関与などについて、早急に対応方針を

決めない場合には、プロジェクトの遅れの程度は大きくなる。 
0-5  モニタリングはどのように実施されたか？

 モニタリングを実施するにあたり、技術的

な問題はあったか？ 

 日本側専門家の月報は、予定通り遅滞なく提出されていた。月報の記載内

容では、現況確認・問題点の把握が十分行われていた。 
 カウンターパート機関と進捗の情報共有は日本側専門家によって適宜行

われた。一方で、TWG や JCC への進捗の共有は、定期的、あるいは頻繁

に行われたとは言えない。 
 プロジェクト活動の進捗モニタリングを実施する上で、特に問題はなかっ

た。しかし、PDM のモニタリング指標が明確でないものが多く、達成度

を把握することは、困難であった。 
1. 妥当性 ベトナム国の

ニーズと合致

しているか 

1-1  プロジェクト開始後に、新たに判明したニ

ーズはあるか？ 
 そのようなニーズに対して、プロジェクト

はどのような対応をとったか？ 

 生物多様性モニタリング指標の最終化、「アーキテクチャー」の内容はベ

トナムの実情に即したものでなくてはならないので、ローカル専門家の関

与が必要であると BCA は主張（調査時点では結論は出ていなかった）。 
 パイロット調査を実施したシュアン・トゥイ国立公園以外のナムディン省

で同様の調査の実施をしてほしい。（ナムディン省関係者）→日本側専門

家より調査はシュアン・トゥイ国立公園のみと説明。 
 パイロット調査で調査する項目を増やしてほしい（BCA)→網羅的な内容

に変更。 
 オープンソースのソフトウェアを使用しているが、ベトナムでは一般的で

ないため、もっと研修が必要。将来のメインテナンスが不安（VEA・ITC） 
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評価 5 項目 
評価設問 

調査結果要約 
大項目  小項目 
国際的政策・

日本の政策と

の合致 

1-2  プロジェクトは、国際的政策、日本の政策

と合致しているか？ 
 ベトナムは生物多様性条約の批准国であり、生物多様性法を施行してい

る。また、国を挙げて、経済発展と環境保全の調査を目指している。 
 生物多様性法の中では、天然資源環境省が国家生物多様性データベースを

構築することと明記されており、それを達成する責務がある。 
 日本の国別援助戦略のプライオリティとも合致しており、気候変動対策支

援円借款事業のアクション項目・国家生物多様性データベースの作成の達

成に貢献するものである。 
外部要因 1-3  プロジェクト実施前に想定された外部状

況、政策環境に変化はあったか？ 
 外部条件、政策環境に主だった変化は認められなかった。 

2. 有効性 プロジェクト

目標の達成度 
2-1  プロジェクト目標はどの程度達成できてい

るか？ 
 活動はおおむね計画通り進捗しており、プロジェクト目標の達成度もおお

むね計画通り。 
 達成状況は、報告書 2 章の通り。 

アウトプット

の達成度 
2-2  プロジェクトアウトプットはどの程度達成

できているか？ 
 活動の進捗がおおむね計画通りであり、アウトプットの達成度もおおむね

計画通り。 
 アウトプットの達成状況の詳細は、報告書の 2 章通り。 

 促進・阻害要

因 
2-3  プロジェクトの到達度に影響を与えている

要因はなにか？（制度、政策、社会環境等）

 関係機関との協力関係の構築に関しての法的文書の必要性が指摘されて

いる。現在、該当するような文書はなく、他の関係省庁からのデータの提

供への調整に進捗は認められない。 
3. 効率性 投入の実績と

適切さ 
3-1  種類、量、質、と投入のタイミングは適切

であったか？そして、なされた投入はどの

程度有効に活用されているか？ 
 

 日本側・ベトナム側双方の投入実績を確認。報告書 2 章参照。 
 日本側は R/D で合意され、PDM に記載されている機材リストに基づき全

て調達を完了、設置済み。プロジェクト側では、管理責任、所有者などを

明確に記録している。プロジェクト終了後の管理者も明確にしている。 
 日本側からの専門家の投入は、人数、専門分野、投入タイミング全てにお

いて適切であった。 
 ベトナム側からの投入も PDM に記載されている調達機材リストに基づき

実施された。しかし、調査開始時の BCA への聞き取りでは、ほとんどの

投入は、in-kind で行われており、in-cash の支出はわずかであるというこ

とだった。（確認のため、カウンターパート予算の支出状況に関しての資

料の開示を求めたが、調査期間終了間際にベトナム側より報告があり、精

査することはできなかった。したがって、報告書には反映せず。） 
 当該プロジェクトは、データベース開発が目的であるが、それを達成する

ためには、関係者との協議、調整が十分に行われ、コンセンサスを取るこ

とが求められる。したがって、必要な回数のミーティングが、適切な関係

者の参加により実施されるように、予算配分を検討することが必要。 
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評価 5 項目 
評価設問 

調査結果要約 
大項目  小項目 

 他の組織から

の協力 
3-2  プロジェクトで必要とするリソースを補強

するような協力関係を他の組織・プロジェ

クトと結ぶことはあったか？ 

 資金や人材の面でのリソース強化をもたらすような協力関係は認められ

ない。 
 データの共有に関しては FORMIS（GIZ が支援し、MARD が実施する森林

セクタ―管理情報システム構築プロジェクト。）からのデータ提供が見込

まれる。 
 促進・阻害要

因 
3-3  プロジェクトの投入実績に影響を与えた促

進・阻害要因はあったか？ 
 特に確認されなかった。 

4. インパクト 上位目標の達

成度 
4-1  関係者はプロジェクトの上位目標を理解し

ているか？ 
 関係者は、上位目標達成のための支援する

姿勢を明らかに示しているか？ 

 関係者はプロジェクトの上位目標に関して、「第 2 世代の NBDS を開発す

る」という上位目標の理解は薄かった。調査開始時点での、上位目標とい

う概念はなく、プロジェクトの目標の理解は、「NBDS が完成する」であ

った。 
 カウンターパートをはじめとする関係機関は、NBDS の開発は必要なもの

であり、歓迎すると表明した。しかし、データの共有に関しては、法的な

文書による指示が必要であること、また、データ収集のための調査、デー

タ処理、入力などを行う予算は十分ではないため、予算獲得のための支援

が必要であり、そのための措置を講じることが必要であることが、関係者

より指摘された。そのための根拠として、法的文書が必要とも指摘があっ

た。 
  4-2  上位目標を達成する可能性はどの程度か？  上位目標は、「第２世代の NBDS を開発する」であるが、それに必要な、

ナムディン省のデータベースと GIS をリンクさせるための準備、省関係者

への研修はすでに開始されている。プロジェクト期間中に、関係者の能力

も十分に養成されるものと想定され、プロジェクト終了時点で、大方達成

される見込み。したがって、プロジェクト終了後、比較的短期間の間に上

位目標は達成される可能性が高いとものと思料。 
 波及効果 4-3  プロジェクトの波及効果・あるいは意図し

なかったインパクトが発現する可能性はあ

るか？ 

 中間レビューの調査期間内では、特筆すべき事項は認められなかった。 

 負のインパク

ト 
4-4  負のインパクトを生じさせるような要因は

あったか？もし、あった場合、どのような

対応策を講じるのか？  

 特に、負のインパクトは想定されない。 

促進・阻害要

因 
4-5  上位目標の達成に影響を与えるような促

進・阻害要因はあるか？ 
 4-1 に記載の通り、上位目標そして、NBDS の完成・管理・運営の実現の

ためには、関係者間の調整のための法的文書が有効である。したがって、

そのような文書が作成され、発効されることが、前提条件となる。 
 中間レビュー時点では、法的文書作成についてプロジェクトがどのように

貢献できるのかを検討していた。一方、関係機関への予算措置に関しては、

特段の政府への働きかけなどは行われていなかった。 添
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評価 5 項目 
評価設問 

調査結果要約 
大項目  小項目 

5．持続性 人材能力向上 5-1  技術移転を受けるカウンターパートの人数

は十分であったか？ 
 技術移転を受けるカウンターパートの経

歴・技術的背景は適切であったか？ 

 カウンターパートと認識されている関係者は、VEA 下の複数の機関から、

任命されている。 
 主な役割は、IT 関連と生物多様性関連の 2 つの TWG のメンバーとしてミ

ーティングや、ワークショップ、研修に参加し、NBDS に係る技術的な検

討を行った。 
 IT 部門のカウンターパートは、VEA の既存の IT 設備の管理を実施してい

る部門のスタッフである。本邦研修、ベトナム国内での研修などを通じて、

NBDS のシステム管理・運営ができる能力を身に付けた（経歴・技術的背

景は適切であったと思料）。 
 しかし、アーキテクチャーの最終化や生物多様性モニタリング指標の最終

化については、TWG のメンバーの知見だけでは十分ではなく、ローカル

専門家の関与が必要とのこと（BCA）。 
  5-2  技術移転の内容、期間、頻度、研修手法、

研修方式は適切であったか？  
 本邦研修とベトナム国内での技術移転が実施された。 
 本邦研修は、カウンターパート、専門家の聞き取りから、内容、期間、手

法など適切であり、研修目的も達成された。 
 ベトナム国内での技術移転は、TWG グループのメンバーに対してワーク

ショップ、セミナーの形式で実施された。日本側専門家がプレゼンテーシ

ョンを行い、参加者がディスカッションをしたり、実際に、新たな知識を

基に、プロジェクトが必要とする、IT 関連、生物多様性指標の開発に関す

る検討を行った。 
 IT に関しては、研修対象者の技術的背景、そして、プロジェクトの中での

役割が明確であったため、研修成果も発現している。しかし、オープンソ

ースによるシステムには慣れていないので、更なる研修が必要。また、上

級コースの研修に関する要望もあった。 
 生物多様性に関する研修成果の達成度は部分的であったと思料。聞き取り

では、研修教材の必要性が明らかになった。研修期間を長くとり（現在の

2 日～3 日から 4 日～5 日へ延長し）、2 カ月に一度程度実施してほしいと

の声も聞かれた。 
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評価 5 項目 
評価設問 

調査結果要約 
大項目  小項目 

  5-3  プロジェクト終了後に必要な専門知識や技

術を十分に身につける可能性はどの程度あ

るか？ 

 IT 関連のカウンターパートは、NBDS のハードウェアの維持・管理の能力

を身につけることは可能である。 
 生物多様性関連については、概論については理解可能であるが、その知識

を基に、実際に指標の開発の実施、情報収集のための調査計画策定とモニ

タリングの実施、データ処理の技術的適正の監督などについての知識は、

今後の強化が必要。また、データの利用方法についても、漠然としたイメ

ージを持つにとどまっており、プロジェクト後半で、データの使用例を示

すことにより、活用事例を提示することにより、能力の向上に努める。 
 上位目標達成のための技術移転も開始されており、必要な知識・技術は十

分に身につけることは可能であると思料。 
 ガイドライ

ン・マニュア

ルの作成 

5-4  マニュアル・ガイドラインの作成にカウン

ターパートはどのように関わったか？ 
 当該プロジェクトでは、中間評価までの時点ではマニュアル・ガイドライ

ンの作成はドラフト作成段階。 

5-5  マニュアル・ガイドラインの内容は、ベト

ナムでの利用・汎用に適しているか？ 
 どの程度、これらの文書は活用できるか？

 5-4 に同じ。 

 省レベルでの

データ共有・

管理・資料の

ための設立と

その持続性 

5-6  どの程度の可能性で、データ共有、管理、

利用の協力体制を設立できるか？ 
 カウンターパート機関をはじめ、関係者からは、法的文書の必要性が指摘

されており、この文書が発効しなければ、協力体制の構築の可能性は、直

近に実現する可能性は低い。 

 政策環境 5-7  ベトナム政府が NBDS の維持・開発を行い

有効に活用する可能性はどの程度あるか？

 ベトナム政府が、上記のような活動を長期

にわたって支援する、あるいは、そのよう

な体制を作ることはあるのか？ 

 ベトナム政府が、第 1 世代 NBDS の維持・管理を行う可能性は比較的高い。 
 第 2 世代以降の開発の継続と、NBDS の維持・管理などを実施するために

は、今後、カウンターパート機関（VEA・BCA）が、NBDS の開発計画を

明確にし、政府上層部への説明と働きかけをする必要がある。予算措置、

人員配置、NBDS の開発、維持管理の実施体制整備や他の関係省庁との協

力関係構築のための環境整備について等が持続性を担保するためには、重

要課題。 
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評価 5 項目 
評価設問 

調査結果要約 
大項目  小項目 

 促進・阻害要

因 
5-8  持続性に影響を与えるような促進・阻害要

因はあるか？ 
 カウンターパートの VEA/BCA は、政策決定機関であり、NBDS を実際に

開発する機能は持っていない。したがって、プロジェクト終了後は、NBDS
開発は外部に委託して行われる可能性が非常に高い。プロジェクト期間中

に、VEA/BCA は、政府への充分な予算措置を働きかける必要がある。 
 現在、他の機関との協力関係構築のための法的文書の整備の必要性が指摘

されている。協力関係が構築されなければ、NBDS に入力されるデータは

限定的になり、汎用性も低くなることが想定される。 
 継続的に開発を行う明確な体制は、BCA 内部にはない。関係省庁、シス

テム開発委託先との調整を行うためのフォーカルポイント（担当者・担当

セクション）などを設置し、NBDS 開発の責任の所在を明確にする必要が

ある。 
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ベトナム国 国家生物多様性データベース開発プロジェクト 

中間レビュー 聞き取り調査結果 
会議名 日本側専門家への聞き取り 

日時 2013 年 5 月 14 日（火）15：30～19：00 

場所 NDBS プロジェクト事務所 

面談者  小暮 CA、羽地専門家、大塚専門家、山田専門家 

先方  ― 

我が方  江波戸 

内容  カウンターパート 

 メールなどを利用してほぼ毎日のように連絡を取り合っており、関係性は良

好。熱意はある。しかし、カウンターパートは、要望を出すだけで、成果物

は専門家」が作成するというようなスタンスで関わっている。 

 プロジェクト実施方針、目標、活動内容への理解 

 当初はあまり理解がなかったが、最近は理解も進んできている。一方で、彼

らが求めている協力内容とは異なるとも、カウンターパートは話している。

これは、R/D 時の局長とは人が変わってしまい、新たに理解を求めた結果の

話である。 

 PDM に関しては、カウンターパートへはインセプション時、そしてその後も適宜

説明を行っている。PDM に基づいた情報整理もできる。 

 プロジェクト運営上の問題点 

 会合を開く際に参加者への手当などの支払いが懸案になっているが、現地

JICA 事務所と話合い対応策を協議。可能な範囲での対応ということになっ

た。 

 モニタリング 

 PO を基に TWG で確認。タスクマトリクスを作成している。TWG は定期的

には開催していない。次回のミーティングの予定は、各回終了時に決定。カ

ウンターパート機関は、ウィークリーでレポートを提出している。VEA 以下

すべてのユニットと同様。 

 モニタリング指標は、あまり細かいものではないので、JCC で確認。問題点・

課題については適宜カウンターパートと個別に話し合いをして解決してい

る。 
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新たに発見されたニーズとプロジェクトの対応： 

新たに発見されたニーズ プロジェクトの対応 

ローカルの専門家の投入。 保留。 

生物多様性モニタリング指標をフルセッ

ト作るべき。 

可能な範囲で対応。 

当初想定されたよりも、広範なデータベ

ースの仕様を求められた。 

可能な範囲で対応。 

調査のスコープもより広い範囲のものが

求められた。 

対応。 

 

森林地域を調べる必要性も指摘されてい

る（ナムディン省の生態系すべてをやっ

てほしいと言われた）。 

議論は立ち消え。専門家はコミットせず

（カウンターパート機関はパイロット事

業の目的を明確に理解していなかったた

め）。 

R/D には、生物多様性モニタリング専門

家のポジションがないと BCA より指摘

された。 

複数の専門家が共同で実施。 

 愛知目標の達成のためには、生物多様性アプローチが必要だが、NBDS の構想は、

生物種のアプローチであり、ベトナムが採用したいアプローチとは異なるため、パイ

ロット調査のスコープやデータベースの仕様の拡大について、ベトナムのニーズに合

致するよう、可能な範囲で対応。 

 

 妥当性： 

 ベトナム政府生物多様性法の中にも明記されている。CBD にも加盟してい

る。DB の整備は義務でもある。ベトナムの政策と国際的な政策に照らして

妥当性は高い。 

 また、生物多様性の報告書を作成する際に、1 つの機関だけでは収集できな

いようなデータにもアクセスすることができるので、BCA にとってメリット

は大きい。 

 プロジェクト実施に影響を与えた外部環境： 

 省庁間の連携がうまくいかない。 

 プロジェクトの目標やアウトプットに影響を与えた要因 

 阻害要因よりもむしろ、促進要因が多くあげられた。 

 参加者の高い意欲、熱意、TWG へのローカル専門家の関与、調査員の頑張り。

 本邦研修では、日本の事例に触れることになり、モティベーションを高める

ことにもなった。帰国後のアクションプランを策定したことも良かった。 

添付資料 6-2

114



 
 

 XTNP でのパイロット調査実施に関しては、ローカルコンサルタントの TOR

についてカウンターパートと詳細を議論したので、時間がかかった。しかし、

次回は彼ら自身で TOR が作成できる。 

 投入 

 専門家の投入量に対して作業量が多い。カウンターパートが実作業ができな

いので、専門家の負担が大きい。 

 会合などのための追加予算をもらったが、それほど大きな支出はなかった。

 ベトナムのカウンターパートは技プロのカウンターパートとしては適切では

ない。技術移転の対象とはならない、行政官である。 

 他の機関からの協力 

 FORMIS(GIZ)からデータの共有についての協力が得られることになってい

る。 

 上位目標の理解と達成可能性 

 カウンターパートは上位目標については、それほど理解しているわけではな

く、自らの役割も理解できていないものと思われる。しかし、おそらく、上

位目標は達成されるであろう。上位目標達成には、予算が必要。 

 想定されなかったインパクト 

 パイロット調査を実施したところ、XTNP では今まで見られなかった種が 2

種類発見された。南部が原産の種がみられるようになったことから、海水温

度が上昇あるいは南部出身の人による持ち込みが原因と思われる。 

 指標の選定プロセスは世界でも例をみない。国立公園スタッフかも調査方法

を学びたい技術移転をしてほしいというような要望も出ている。また、ワー

クショップの参加者数も増えており、ドナーも注目している。 

 負のインパクト： 

 社会経済調査の中で回答者からお金を要求されたが、支払いはしなかった。

 生態系への影響はないように配慮はしているが、標本採取がどうしても避け

られない場合もある。 

 カウンターパートのデータベース維持・更新のための技術レベル 

 既に、そのレベルに達している。 

 ガイドライン・マニュアル 

 中間レビュー時点では、作成中。一時は、日本人専門家がすべて作成するよ

うになっていたが、今は、ローカル専門家が作成し、日本人専門家が技術的

なアドバイスを行うという方式に変わった。PDM の指標とするには、どうい

う状態を完成版とするのかは明確にする必要がある。 

 国レベルでの情報共有、データベース管理のための協力メカニズムが設立される

可能性は高いと思われる。法律が成立してしまえば、実施される。これは、他の
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省庁にも強制力を持つようなレベルの文書となる。運用細則までも作れたら、

MONRE の管轄に関しては持続性は担保される。生物多様性データベース担当部

署が VEA あるいは MONRE の中で設立されるとなお良い。 

 ベトナムが NBDS システムを拡張・整備し、データの更新は、調査の予算が確保

できれば可能である。これは、法律の運用細則ができれば可能であろう。MONRE

はその予算確保のための事例として、JICA の支援で実施する信頼性の高い XTNP

での調査の事例を使いたい模様。当初は、ベトナムの予算で可能な調査を考えて

いたが、プロジェクト終了後の NBDS の開発の持続性を考慮して、網羅的な調査

を実施することとした。モニタリングの調査は多くの場合、地方政府が資金を拠

出している。 

 ベトナムは、モニタリング活動に長期的な支援をせざるを得ない。このプロジェ

クトで適用される調査手法を他の省でも使用し、調査を実施したいと、BCA は考

えている。 

 多くの利用者がデータベースを利用すれば、サイトを閉鎖することができなくな

るので、より多くの人々に利用してもらえるようなデータベースにする必要があ

る。しかし、NBDS 専門のユニットがなく、予算、人材、すべてにおいて、プロ

ジェクト終了後の開発を継続していく体制は整っていない。DONRE のデータ収

集・更新機能の強化が必要かもしれない。外部要因に記載されている状況が満た

される必要がある。 

 

会議名 BCA プロジェクト要員への聞き取り 

日時 2013 年 5 月 15 日（水）14：45～17：00 

場所 VEA 会議室 

面談者  Mr. Dung、Ms. Thuy 

先方  BCA（生物多様性保全局） 

我が方  Dr. Hoi、Mr. Anh、江波戸 

内容  日本側専門家とは週に 1 度から 2 度の割合で会っている。メールを含めれば、そ

れ以上の頻度でコミュニケーションを取っている。 

 BCA のプロジェクトでの役割は、他の関係機関との調整が中心だと理解してい

る。そして、日本人専門家へ方向性を示し、アウトプットに対して、コメントを

する役割を担っている。 

 プロジェクト目標：生物多様性データベースを開発することと関係者間の調整。

 モニタリング：週に一度実施。作業計画をメールで共有している。 

 プロジェクト開始後、既存のデータ所有状況のインベントリ、省レベルでの関係

者分析、国立公園及び国家生態系モニタリング指標のためのガイドラインやその

ほかの文書の作成の必要性がでてきた。しかし、特にアクションはとっていない。
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 TWG は、関係者間での情報共有や協力関係の構築の場となっている。 

 プロジェクトの上位目標：NBDS を開発すること。 

 この中で BCA の役割は、プロジェクトで学んだ知識や技術を活用してメインテナ

ンスを実施、他の関係者のとの情報共有を行うこと。しかし、「開発」することが

問題（BCA では開発できないので、だれがどうやってするのか？ということ）。

上位目標の達成のためには、生物学や IT の専門知識が必要。 

 このプロジェクトが始まって、MONRE とデータベースについて知る人が多くな

った。大学や他の機関からも、情報共有の依頼も来ている。このようなことは、

プロジェクトが始まる以前はなかった。 

 研修：2 カ月から 3 カ月に一度実施してほしい。内容には、モニタリング指標に

関する上級コース、報告書作成、データ共有メカニズム、データベース開発とデ

ザイン、そして土壌調査に関する実地訓練などを含めてほしい。 

 また、データベースの保守については、これまでに実施された研修の参加者の多

くが、研修中の課題をこなすことができなかったため、再度研修を実施してほし

い。 

 ガイドライン：湿地生態系のモニタリングに関するガイドラインのドラフトが日

本人専門家により作成された。BCA でレビューをし、コメントを提出した。内容

は、適切。 

 関係者間のデータ共有のための協力関係の構築：法的な文書（circular）が必要。

それがなければ、実現は難しい。プロジェクトが終了後も継続していくことは難

しい。保守していくことすらもかなり難しい。 

 BCA はユーザーになるのだが、BCA のスタッフにとって、データベースの利点と

いうのは、すぐに、必要なデータ（レポート）が取り出せるということだろう。

それを、BCA スタッフが理解する必要がある。 

 MONRE は継続して、NBDS の開発を支援するだろう。しかし、ベトナムに適し

た、かつ、将来変化するであろうデータの必要性に応じて変更ができるような、

柔軟なデータベースの構造が求められる。 

 

会議名 CEID（環境情報文書センター） 

日時 2013 年 5 月 16 日（木）08:30～10:00 

場所 VEA 会議室 

面談者  Mr. Nguyen Quon Khang (Director)、Ms. Vu Thi Mingh Trang（職員） 

先方  VEA CEID 

我が方  Dr. Hoi、Mr. Anh、江波戸 

内容  CEID は TWG のメンバーであり、これまでもミーティングに参加し、技術的な提

言を行ってきた。しかし、その後、彼らの提言がどの程度反映されたかについて
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は不明。データベースの構造が最終化されたのかどうかもわからない。また、ど

のような発言をしたかについても、もう記憶にはないが、ミニッツには残ってい

る。 

 現在のデータベースの構造は、日本のものをそのままコピーしたように思われる。

ベトナムにあったものでなくてはならない。これは、関係者の間では合意できて

いる。国家レベルのデータベースを作るには、マスターストラクチャー（基本設

計図）がなくてはならないが、それはない。現在は、種のデータが基本の構造に

なっており、生態系はそれよりも広い範囲のデータを必要とする。類似のデータ

ベースはベトナムにはまだない。早急にデータベースのストラクチャを最終化す

る必要があるだろう。そして、開発のロードマップがなければ、プロジェクトの

インパクトはないだろう。 

 日本側専門家とのコンタクトは限定的。データのチェックは CIED でもできるが、

パイロット調査では、外部にデータ入力作業を委託している。一部データは、IEBR

のプレゼンテーションで見ているが、すべてのデータはまだ見ていない。

RedDataBook のデータなども、入力されているようだが、チェックする必要があ

る。 

 GIS は、適切な構造であれば、あっても良い。 

 プロジェクトに関与していた主要人物がプロジェクトから外れたことは、少なか

らずこのプロジェクトに影響があると思う。 

 プロジェクト目標の理解：プロジェクト目標は NBDS を開発することにあり、予

算の制約により XTNP での調査だけが実施された。ここで収集されたデータは、

NBDS のデータの一部として入力される。 

 プロジェクトの進捗は、作業計画を知らないので、よくわからないが、おおむね

予定通りに進んでいるように理解している。実施主体は BCA であり、CEID から

はだれもプロジェクト運営の会議（Project Management Board）に参加していない

ので、良くわからない。また、投入などについても、わからない。 

 研修：本邦研修及びベトナム国内での研修に参加。本邦研修では、日本の生物多

様性のデータベースについて学んだ。ベトナム国内での研修は、データの入力に

関するものだったが、2 日間では短い。4 日から 5 日程度は必要。また、一度だけ

でなく、複数回実施してほしいし、上級コースも実施してほしい。そして、研修

では、既に出来上がったデータセットを使ったけれども、データの入力から分析、

レポーティングまでのすべての作業を理解したい。 

 プロジェクトの実施体制は適切ではない。NBDS の開発は BCA のマンデートでも

ある。しかし、そのための資金そして技術的なキャパシティーは十分だとは言え

ない。CEID はデータベースの開発をするところではなく、複数のデータベースを

管理する部署である。しかし、CEID は BCA の下部組織ではないので、NBDS の
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管理をするにしても、技術的には可能だが、上部からの指示が必要。 

 

会議名 IEBR（生態学・生物資源研究所）への聞き取り 

日時 2013 年 5 月 16 日（木）15:50 ～17：00 

場所 NBDS 会議室 

面談者  Mr. Le Xuan Cach（Director）、Researcher (Mr. Do Van Tu、 Mr. Le Hung Ang、 Mr. Tran 

Anh Tuan、 Mr. Le Quan Tran、 Mr. Cao Thi Kum Thu、 Mr. Nguyen The Cuong、

Institute of Chemistry（Researcher:Mr. Duong Tuan Hung) 

先方  IEBR 

我が方  Dr. Hoi、Mr. Anh、江波戸 

内容  質問票を基に、聞き取りを実施。参加者はディレクターと 7 名の研究員。参加し

たスタッフは、XTNP での調査を実施。各質問への回答は、ディレクターによる。

 IEBR は本プロジェクトのナムディン省 XTNP で実施された、パイロット調査を

実施。調査計画の作成、データ収集、種の同定、社会経済データ、環境モニタリ

ングデータ収集、そして、データ入力等を実施している。また、専門家や BCA と

のミーティングにも参加している。これまでも、技術的なコメントをミーティン

グなどで提供してきた。また、ディレクターは本邦研修にも参加。 

 2012 年 12 月に実施した調査の、報告書及びエクセルに入力されたデータは既に

専門家チームへ提出された。 

 IEBR はこれまで、湿地帯の調査は実施したことがなかった。したがって、今回の

パイロット調査での経験は、彼らにとっては非常に貴重な経験となり、多くを学

んだ。ベトナムには生物多様性のデータを網羅するデータベースはない。NBDS

は、利用価値がある。 

 XTNP は代表として選ばれているが、ここで行った調査・作成したデータベース

を他の地域でも作成することは、容易ではないだろう。 

 これまで、研修などに参加したが、十分な知識と経験が得られたわけではない。

他の 3 つの代表的なエコシステムでの調査を実施できたら、更に、勉強になると

考えている。なぜなら、エコシステムごとに指標も異なり、調査手法も異なるか

らだ。 

 本邦研修にはディレクターが参加。内容は適切で、IEBR にとっても有効だった。

 データの利用：行政のために使うのか、研究目的かということで必要とするデー

タは異なる。NBDS は行政官のために設計されることが望ましい。NBDS の当初

設計では、IEBR は、技術的な提案を行った。IT の専門家、研究者や行政官の間

での合意が必要だ。 

 NBDS 開発の将来の見通し：NBDS の開発は、MONRE が引き続き行い、ITC がデ

ータベースの維持・管理の中核となるだろう。MONRE は生物多様性法に基づき、
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データベースの維持管理をする担当省庁なのであるから、政府へプロポーザルを

提出し開発を継続することが考えられる。しかし、そうでない場合には、プロジ

ェクトの延長も必要かもしれないし、こちらの方が現実的だ。現在のプロジェク

ト期間中に、XTNP で実施した調査を他の同様の地域へ拡大していくのは難しい

からだ。 

 情報の共有について：日本とベトナムでは情報共有のあり方が違う。ベトナムで

はまだまだ情報をシェアすることは難しい。また、日本では各機関がデータベー

スを持っているので、データの共有も可能かもしれないが、ベトナムではほとん

どのデータはハードコピーのままである。物理的に難しい。 

 調査期間中のコミュニティの参加：XTNP の調査期間中には、社会経済調査を実

施した際には、彼らは、回答者であったけれども、生態系調査では標本収集のた

めの手伝いもしてもらった。調査では重要な役割を担っている。 

 プロジェクトの実施上、特に大きな問題点は認識されていない。また、今後、改

善を要望する点も特にない。ただし、夏の調査は、早急に作業を開始しなくては

ならないが、技術的に問題はない。 

 IEBR ではデータベースは所有していない。しかし、生物多様性の変化をみる必要

がある。エコシステムマップあるいは、種を表示した国立公園の地図があると良

い。画像による経年の変化を追うことができたらとも思う。現況、研究者にとっ

ての情報は十分であると思われるが、行政にとってそうかはわからない。しかも、

データソースは 1 つに限定しないほうがよい。BCA はデータベース設計者とどの

ようなデータが必要なのかを、明確に伝える必要がある。 

 

会議名 ITC（情報技術センターへの聞き取り） 

日時 2013 年 5 月 17 日（金）08:30 ～10:00 

場所 VEA 会議室 

面談者  Mr. Nguyen Xuan Thuy (Director)、Ms. Nguyen T. Khanh Phuong、 Mr. Pham Ngoc 

Son 

先方  VEA ITC 

我が方  Dr. Hoi、Mr. Anh、江波戸 

内容  ITC は VEA の下部組織で、ウェブサイトの管理を行っている。7 人のスタッフが

所属しており、広報活動も役割の 1 つ。ベトナム国内でも 2 番目に IT 技術を有効

活用している組織としても表彰された。 

 プロジェクトには、開始当初から関わっている。研修等にも参加している。2 名

のスタッフがプロジェクトの 2 サーバーの管理を行っている。 

 日本人専門家からは、技術的なことやプロフェッショナルとしての意識の高さの

ようなものを学んだ。ベトナムと日本では適正な技術は異なる。けれども、お互
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いに学びながら、協力して作業を進めている。プロジェクトで導入されたシステ

ムはオープンソースによるものだが、今まで、Windows ベースのシステムしか知

らなかったので、たくさんの学びがあった。日本人専門家との関係性は良好。 

 オープンソースはコストが安い。日本人専門家もマイクロソフトより、そちらの

ほうに知見が深かった。ITC では、他にもいろいろなシステムを管理しているの

で、NBDS の管理も可能だが、さらなる研修が必要である。 

 本邦研修：2 週間の本邦研修に参加。日本のデータベースは技術的にベトナムで

も可能だが、政治的に難しいだろう。また、期間が短く、最低でも 1 カ月は必要。

 国内研修：ほぼすべての ITC のスタッフが研修を受けている。ネットワーク管理

の研修は、基本的すぎた。 

 プロジェクト終了後も NBDS の開発を継続していくには、それなりの条件が必要

だ。ベトナムでは、専門知識が不足している。特に、省レベルでそれが顕著だ。

人材育成のための資金も十分ではない。データの入力作業は、データベース開発・

管理の 1/3 の作業にしか過ぎない。その後、使えるようにするまでには時間がか

かる。 

 マニュアルは既にある。しかし、経験が浅いので、今後は、経験をより多く積み

たい。 

 プロジェクト終了までには、リソースの問題がなければ、ITC がデータの更新を

する。このためには、CEM とも共同作業になるだろう。この場合 2 名のフルタイ

ムスタッフが作業を行う。 

 将来は、データベースの入力・更新は省ベースになり、中央ではサーバーの管理

が中心になるだろう。そのためには、省の能力向上が必要。また、開発のロード

マップは必要。 

 これまで、日本人専門家が作業のほとんどを実施してきた。しかし、ITC も作業

に関与していきたい。そのためのワークフローを現在作成中。 

 BCA はデータベースの運営体制について他の関係機関と協議をし、明確な役割分

担を示すべき。ITC は維持管理を担当することができる。 

 省庁間連携について：Inter Ministerial Circular のようなものが必要だろう。 

 

会議名 CEM（環境モニタリングセンター）への聞き取り 

日時 2013 年 5 月 17 日（金）13:30～15：00 

場所 CEM Office 

面談者  Mr. M. S. Van Hung Vy（Deputy Chief of Data and Information System Section）、Ms. 

Nguyen Thuy Quynh 

先方  CEM 

我が方  Dr. Hoi、Mr. Anh、江波戸、Ms. Mai（通訳） 
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内容  プロジェクトへの関わり： 

 日本人専門家が CEM のサーバーを見学しに来た。RedDataBookを提供したり

して、情報提供している。研修にも招待されたが、参加できず。日本人専門

家とは 1 カ月に 1 度程度会う。しかし、2012 年 11 月以降は、ミーティング

は開かれておらず、会っていない。 

 各関係者の役割は、Circular あるいは Decree で明確にすべきである。当初彼らは、

日本人専門家と共同作業でデータベースを開発できるのだと思っていた。日本人

専門家から多くを学びたいと考えていた。 

 環境モニタリングには、動植物は含まれない。 

 CEM 発足当初は現在の ITC の機能も持ち合わせていた。しかし、ITC が独立した

後、CEM は環境モニタリングのデータベースを開発した。 

 プロジェクトへの提言： 

1． 国家レベルのプロジェクトでは、適切な関係者を含めることが重要。真に貢

献できる人材が必要。そして、能力向上はすべての段階において必要。 

2． データベースのストラクチャに関しては十分議論がされたとは言えないので

はないか。後に再構成の必要があるのではないかと、懸念している。また、

地方レベルのデータベースも必要だ。 

3． TWG に議事録は共有してほしい。多くの関係者は、TWG のディスカッショ

ンの結果がどうなったのか、理解していないと思う。 

 技術的には、ベトナムには、マイクロソフトやオラクルによるシステムに関する

人材は豊富。 

 関係者間では、だれが何をプロジェクトの中で行っているのかわからない。BCA

がこのプロジェクトの調整機関だと思うので、彼らが、ステークホルダー間での

情報共有・調整をすべき。 

 プロジェクト目標： 

 国家レベルの生物多様性データベースを作成すると理解する。そのためにパ

イロット調査を実施。日本人専門家がデータベースを開発し、ベトナム側に

手渡す。その後のデータベースの管理は BCA が行うことになるのだろうが、

BCA にはその能力はない。 

 NBDS は必要である。現在までのところ、同様のデータベースは作られていない。

世界の知的財産に貢献するものだと思う。しかし、このことにより、CEM が特に

利益を被ったりすることはない。 

 

会議名 BCA 聞き取り 

日時 2013 年 5 月 17 日（金）16:00～16：30 
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場所 BCA Office 

面談者  Ms. Nhan (BCA Deputy Director) 

先方  BCA 

我が方  江波戸 

内容  生物多様性法により、MONRE がデータベースを開発し、そのためには、他の関

係省庁はデータを共有しなくてはならない。したがって、このプロジェクトは、

法律の実施に貢献する。 

 プロジェクトの進捗はおおむね良好。パイロットサイトでの調査も終了。 

 プロジェクト・ドキュメントが作成されたとき、関係者の中には、どのようなデ

ータが必要なのか具体的なアイデアはなかった。なので、PDM が具体性に欠けた。

明確なアウトプットを設定することができなかった。その結果、このプロジェク

トのドキュメンテーションは、十分であるとは言えない。 

 研修教材：研修ではたくさんの情報が共有される。しかし、十分に文書化されて

おらず、他の関係機関との共有はできていない。プロジェクト後半で、ガイドラ

インやマニュアルを作成することはとても重要。しかし、内容は、ベトナムの状

況に合致したものでなくてはならない。 

 JICA の技術協力プロジェクトは日本側の専門家以外のローカル専門家の雇用を

認めない。しかし、11 名の TWG のメンバー（VEA、MONRE、MARD、など）

は所属先が選んでいる人材で、充分な専門性を持った人材ではない。したがって、

ローカル専門家の関与は必要。このままでは、プロジェクトのアウトプットはベ

トナムに適したものとはならない。 

 関係者間の話し合いは十分ではなく、ローカル専門家のインプットが必要。政府

はそのための予算を持ち合わせていない。 

 BCA のスタッフがプロジェクトの実作業に関わることはなかった。日本側の専門

家がほとんどの作業を実施してきた。今後は、BCA スタッフも作業に加わるよう

にしたい。 

 ほとんどのベトナム側からの投入は、in-kind である。 

 

 

 

会議名 農業農村開発省漁業局（D-Fish, MARD）への聞き取り 

日時 2013 年 5 月 20 日（月）13：30～15：00 

場所 Directorate of Fisheries(D-Fish), MARD 

先方  Mr. Pham Tron Yen (Deputy Director)、 Dr. Nguyen Thanh Binh (Science, Technology 
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and International Cooperation) 

我が方  米田団員、Dr. Hoi、江頭所員、小暮 CA、江波戸 

協議内容  今回、NBDS としては初めての訪問となる。プロジェクトの紹介と今後の協力体

制についての協議を行った。 

 D-Fish（MARD 漁業局）では 2011 年から、D-Fish 管轄での、海洋保護区域や、そ

の他の MARD の保護地区での海水・淡水エコシステムの生態系に関するデータベ

ースを構築・整備するプロジェクトを実施。2015 年に完成予定。現在、データ入

力作業中。しかし、データ入力作業や使用するソフトウェアのコストの不足、地

図情報や画像を処理するためのネットワーク基盤の未整備など、困難な状況に直

面している。この作業は、MARD が DC 47/ 2006 QD-TTg 1st march 2006（2006 年

3 月 1 日。Prime Minister’s Office）に基づき実施している。今年度は、70 億ドンの

予算が手当されたが、これは実際に要求した予算の半分である。作業は外注で実

施している。ArcGIS を使用。 

 DC47 の National Committee は MONRE 内に設置されているので、協議するよう勧

められた。 

 具体的なデータの種類、様式などについては、D-Fish の面談者は情報を把握して

いない。MARD では Science and Technology Dept が生態系データを管理している

ため、そちらとの協議を勧められた（後日、中間レビュー調査期間中に面談予定）。

漁業関係のデータについては、Information Centre for Fisheries が多くを所有する。

 政府では、生態系保護に関しては 3 つの関連 Decision の発令や、保護区域の設立

を通じて、生態系の保護活動を進めていく方向性を明確にしている。 

 NBDS とのデータ共有に関しては、JICA ベトナム事務所江頭職員から、データの

共有というのは、NBDS に D-Fish のデータベースへアクセスを可能にするリンク

を貼らせてほしいという意味での共有であり、データの所有権に関わるような話

ではないことを説明したうえで、その可能性についての意見を聞いた。D-Fish で

は、現在収集しているデータは、そもそも MONRE に引き渡すべきデータなので、

共有はあり得るとの見解を得た。 

 D-Fish ではデータは政策立案や保護区管理計画に使用。 

 

会議名 農業農村開発省（MARD） ベトナム森林総局（VNFOREST）への聞き取り 

日時 2013 年 5 月 20 日（月）15:30～17:00 

場所 Department of Nature Conservation (DONC), MARD 

先方  Dr. Ngo Tien Gung (Vice Director)、 Mr. Dung (IT section)、 Mr. Khanh (IT section) 

我が方  米田団員、小暮 CA、Dr. Hoi、江頭所員、江波戸、Mr. Tung（通訳） 

協議内容  プロジェクトの進捗、NBDS の構造などの概略について説明。DONC でのデータ
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所有状況と将来的なデータ共有の可能性について協議。 

 DONC は TWG のメンバーであるが、ほとんど参加することはない。また、DONC

の Director は日本へも研修に行っている。しかし、これまでのところ、協力体制

の構築というところには至っていない。また、今回の面談者との情報共有はほと

んどなされていなかった模様。したがって、プロジェクト概要説明と今回の面談

の目的についての説明に時間を要した。 

 DONC の視点からは、NBDS プロジェクトは意味のあるプロジェクトだと理解し

ている。MARD であろうが、MONRE であろうが、だれが作るかはあまり問題で

はない。 

 DONC は Special Use Forest と言われる保護区域内の生物多様性データベース構築

を担当している。データベース構築にかかる資金は、政府予算。 

 彼らが構築しているデータベースの構造は NBDS に類似したものである。まず 10

保護区の多様なエコシステムにおいて実施し、その後、すべての保護区へと展開

していく。また、これらのデータベースは保護区ごとに作成され、データの更新

も保護区で行う。 

 データの所有権の移転ではなく、NBDS 経由でデータベースへのアクセスを許可

するということに関しては、前向きな回答を得た。 

 DONC は現在、すべての森林区分に関する生態系データデータベース構築が提案

されている。 

 しかし、どのデータをどのような形で共有するのかは、BCA からの正式な要請が

ないと具体的な話はできないとのこと。 

 MONRE と MARD のデータ所有範囲には重複箇所があるので、調整することで両

省間にとってプラスになる。 

 MARD のエコシステムの分類は、2004 Forest Classification Law、Decision 186 など

の関連法規に基づいている。MONRE は独自の分類法がある模様。 

 引き続き、協力関係を協議することを確認。 

 

会議名 CRES への聞き取り 

日時 2013 年 5 月 21 日（火）9：00～11：00 

場所 CRES 

先方  Dr. Vo Quy/ Dr. Vo Than Son 

我が方  米田団員、小暮 CA、江波戸、Ms. Mai （通訳） 

協議内容  プロジェクトの進捗報告と訪問目的についての説明 

 CRES は 2010 年にベトナム全国の生物多様性に係るデータベースの整備状況につ

いて調査を実施。その結果は、JICA に提出。現在のプロジェクトでは、ワークシ

ョップへ参加するなどして、研究機関の視点から提言を行っている。 
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 ベトナムの生物多様性保護にはMARDとMONREという 2つの省が中心機関とな

っている。しかし、MONRE は新しく設立された組織でもあり、MARD の方が力

も強く、予算配分の上でも有利である。また、そのため、MONRE 内の人材は不

足している。 

 森林関係・保護区域のデータについては MARD がすべてを掌握している。また、

MARD は保護区単位でのモニタリングを実施しており、中央への報告を定期的に

提出している。 

 ベトナムでは、Ecosystem の分類は統一されていない。 

 ベトナムでは若い研究者はフィールド調査をするような分野はあまり好まない。

そのため、現在、分類学を専門とする研究者の世代交代がなかなか進まず、高齢

化が進んでいる。人材不足は、深刻だ。 

 これまで、生物多様性分野のデータ収集は、ドナー資金で実施されることが多く、

このような調査では、対象地域はせまいが、非常に詳細なデータが収集されてい

る。このため、生物多様性に関するデータは、分散傾向にある。 

 既存のデータでは、Cuc Phuong、Xuan Thuy、Bac Ma 国立公園の動植物相に関す

るデータが整っている。また、日本の国立科学博物館の支援で、ベトナム自然科

学博物館の標本に関するデータは整っており、NBDS への提供も可能。遺伝子デ

ータも整備する方向で CRES も動いてはいるが、研究目的で整備しているので、

政策立案のための目的には適さないだろう。 

 ABS の関連では、MARD では、農業・森林関係の遺伝子データは保管しているだ

ろう。イネはフィリピンの IRRI がデータを持っている。  

 ベトナムの森林はバイオマス量に基づいて分類されているが、それは、必ずしも

生物多様性と一致するとは限らない。高いバイオマスを有している森林であった

としても、生物多様性は豊かであるとは限らないということだ。それは、ベトナ

ム森林が人工林による生産林が多いため、その場合、生物の多様性は担保されな

いことが多いということも意味している。また、森林面積の拡大が生物多様性の

豊かさを意味するとは限らないという点も指摘できる。 

 CRES の調査事例では、Mean Species Abundance(UNEP)を生物多様性の指標として

適用している。ベンチマーク指標となるような種は、一般的にコミュニティに知

られている、よく見る種を選ぶことが望ましい。たとえば、ベトナム南部では、

鶴の一種がそれに該当する。鶴の生息状況と、自然・社会環境は深い関係にある

ため、種の個体数や、生息域の確認によって、地域の自然環境を知ることができ

る。 

 生物多様性調査手法としては、日本の環境調査の手法を適用することが良いと思

われる。 

 政策立案者や実施者の間ではまだ、生物多様性保護の意義に関する理解が浸透し
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ていない。したがって、彼らが理解できるような形の情報を提供することが求め

られる。 

 ベトナムでは、Green Development Strategy、Green GDP（統計局がモニタリングを

担当）などといった環境との調和のもとの経済発展を謳う政策が実施されている。

 現在、MONRE では、多くのプライオリティーがあり、生物多様性データベース

は、重要な課題と認識されていない。しかし、NBDS が目に見える成果を出すこ

とによって、MONRE も予算要求をしやすくなると思われる。NBDS ができるこ

とによって、彼らも政策立案・計画が立てやすくなる。 

 しかし、環境関連の予算規模だけ見れば十分であると言える。しかし、そのほと

んどは、人件費に消えていくため、実際に調査・研究に充てられる資金は十分で

はない。 

 第 4 次生物多様性条約カントリーレポートでも生物多様性データベースの構築が

1 つの重要課題として掲げられている。NBDS はそれに直接的に貢献するもので

ある。 

 MONRE と MARD は、生物多様性を独自に定義付けしている。しかし、両省間の

調整を進めるには、共通の認識が必要である。そのためには、シンプルな定義付

けをすること、そして、そこから、生物多様性保護の共通目標を立てる必要があ

ろう。 

 また、現在までのところ、ベトナムでは、生物多様性に関する統一された（横断

的な）、データ・情報源というものはない。NBDS は、関係者に対して、そのデー

タベースのスコープを明確に示し、想定される利用者、データベース構築の目的、

システムの維持、データ更新の役割分担などについて明確に提示すべきであろう。

また、省庁間の関係者を募って、検討委員会を作り、そこで意思決定を図ってい

く必要があろう。 

 NBDS にどのようなデータを含めるのかということについては、ベトナムの生物

多様性保護は持続可能な経済発展の文脈のなかで捉えられるべきであり、そのた

めには、生物学的データだけでなく社会・経済データの収容も必要になってくる

であろう。しかし、データ収集には費用・時間・人などの投入も必要になってく

るので、実施可能な範囲で、段階的にデータの精度を高めていくようにしてはど

うか。 

 

会議名 農業農村開発省 （MARD）科学技術局（DOST）への聞き取り 

日時 2013 年 5 月 22 日（水）14：00～16：00 

場所 MARD 

面談者  Mr. Le Van Tan（Head of Environment Management Division）、Ms. Nguyen Gian Thu 

（Deputy Director）、 Ms. Nguyen Thi Hoy Than（Officer, DST/ MARD） 
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先方  MARD DOST 

我が方  畑総括、米田団員、谷口団員、小暮 CA、Dr. Hoi、Ms. Thuy (BCA)、江波戸、

Ms. Mai(通訳) 

協議内容  Mr. Tan：ワークショップに数回にわたり参加しており、意見を述べた。小暮 CA

は、これまで、精力的に活動されてきた。データ収集の手法に関して検討をし、

今後 XTNP での調査後最終化されると理解している。 

 MARD は陸生・海洋保護区の管理をしている。現在 64 の特別利用林（Special Use 

Forest）と 16 の海洋保護区がある。現在 6 カ所の国立公園でデータベース作成を

開始した。VN Forest では DONC を責任部局として任命した。6 海洋保護区のデ

ータベースも開発途上である。 

 ベトナム農業科学院、種子機関などが農林業の遺伝子情報を持っている。 

 農林業セクターの調査手法は異なる。プロジェクト終了までには調査手法も標準

化されたものができれば、関係者が皆同じ手法を用いでデータ収集をすることが

できる。 

 NBDS の計画や様々な決定事項は関係者にとっても重要である。各省はそれぞれ

の意思決定に見合うようなデータベースを持っている。なので、ワークショップ

で話し合いをするとういだけでは十分ではない。 

 科学技術局は、MARD 内のすべてのデータの所蔵とデータベース開発について把

握している。データの要請があった場合には、その所蔵元を紹介することができ

る。 

 米田団員：30 の国立公園があり、6 公園は MARD の管轄、24 は省の管理下にあ

る。すべての国立公園のデータベースを持っているのか？ 

 国立公園の管理は、地方に移管されている。各保護区にそれぞれのデータ収

集の方法やモニタリング手法を使っている。データベース開発のための資金

や、専門知識はない。（各省の PPC のもと DARD が管理の責任を負っている。

歴史文化保護区は MONRE、MARD、観光省が管理。）  

 米田団員：保護区全域をどのようにモニタリングするのか？  

 それほど、確立された手法があるわけではない。MARD は MONRE に対して、

全国環境モニタリングの実施を要請している。また、そのための予算措置も

MORE に要請している。しかし、少数の機関にその役割が与えられたのみで

ある。生物多様性モニタリングはまだ実施されていないが、MORE と協議は

した。 

 NBDS の運営に MARD も貢献するとなれば、それなりのリソースが必要だ。デー

タストラクチャは法的に承認されている必要がある。データ所有者ごとにリソー

スの配分が必要。 

 米田団員：データ共有のために必要な手続きはあるか？  
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 だれがどのようなデータを提供すべきか明確にすべき。そして、各関係者の

役割も明確にすべき。データにアクセスするためには、利用料を支払う必要

がある。これは MONRE からの通達によるもの。 

 また、中央・省のそれぞれのレベルで協力メカニズムは作られるべき。そし

て、そのための能力向上やリソースの分配も定期的に実施される必要がある。

 これまで多くのデータベースプロジェクトが実施されたが、持続性はなかった。

NBDS は MOREN のマンデートである。なので、持続させなくてはならない。そ

のためには、これが法的に承認される必要があるだろう。それには、調整委員会

を開催し、協議することが必要だ。 

 

会議名 ナムディン省天然資源環境局（DONRE） 

日時 2013 年 5 月 24 日（金） 

場所 ナムディン省 DONRE 

面談者  Mr. Bui Cong Mau（DONRE 副局長）、Mr. Pahn Van Phong（Director of Environment 

Protection Agency 局長）、 Mr. Hoan Tong Nghia（職員）、 Mr. Vu Minh Phuong（職

員） 

先方  ナムディン省 DONRE 

我が方  畑総括、米田団員、高橋団員、谷口団員、小暮 CA、江頭職員、江波戸 

 Dr. Hoi（ベトナム側レビューチーム）、 Mr. Tung（BCA）、Mr. Tung (通訳) 

協議内容  畑総括：XTNP の状況と XTNP における DONRE の役割について質問。 

 XTNP は PPC の管理下にあり、DARD の管轄下にあるので、DONRE は調整

しながら、活動を実施。DONRE はラムサールサイトの管理を担当。 

 5 年に一度省の環境白書を作成。前回は 2010 年に作成し、MONRE に提出した。

データは観察センターから年に 2 度収集（水質・大気・土壌など）。しかし、生物

多様性については調査は実施していないので、NBDS のプロジェクトの支援を受

けている。  

 プロジェクト実施の利点: 

 TWG に参加したことで、生物多様性の基礎、データ収集方法、指標の選定に

ついて沢山のことを学んだ。   

 PA のデータは国立公園から MARD に送られてしまうので、DARD には残らない。

 DARD はあるデータは提供すると言っている。 

 MONRE は水質、などに関する指標を持っているし、ガイドラインもある。 

 XTNP では土砂堆積が深刻な問題である。定規的にラムサールに関する会合にも

参加。 

 紅河生態圏委員会は、3 つの省の関係者が参加して開かれる。モニタリング活動

について検討している。 
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 現在のデータベースのスコープは、必要なデータを網羅しているか？ 

 わからない。管理あるいは研究目的の利用なのかによって、必要なデータは異な

る。データベースは必要に応じて変更ができるようにしてほしい。 

 データはどのように利用する予定か？ 

 啓発活動や、インベントリなどに利用。生態系の状態を知ることで、どのよ

うな保護活動をすればよいか決めることができる。 

 データベースを維持していく技術力は十分か？ 

 まだ、研修が必要。ただし、そのためのリソースや法的な措置が必要だ。現

在、環境関連業務に予算配分を行うことが法令で定められているが、予算規

模はそれほど大きくはない。現在のところ、予算や人材配置を要請するため

の根拠となる法令がない。 

 データが必要になれば、DONRE から関係当局へレターを送り協力を要請。DARD

にスタッフを送って一緒に作業をすることもある（省レベルでは、各局間でのデ

ータの共有はそれほど大きな問題ではない模様）。 

 

会議名 シュアン・トゥイ国立公園（XTNP）協議 

日時 2013 年 5 月 25 日（火）08:30 ～10:30 

場所 シュアン・トゥイ国立公園事務所 

面談者  Mr. Nguyen Viet Cach (Director)、Mr. Ngo Van Chieu、 Mr. Pahn Van Tauclng 

先方  シュアン・トゥイ国立公園 

我が方  畑総括、米田団員、高橋団員、谷口団員、小暮 CA、江頭所員、Dr. Hoi、Mr. Tung

（BCA）、Mr. Tung（通訳） 

内容  Director より XTNP の概要についての説明。 

 続いて、調査団、各団員からの質問に基づき聞き取りを実施。 

 XTNP は ASEAN そしてベトナム国内で、最初のラムサールサイトとして登録さ

れた。2004 年には、紅河生態圏に登録された。周辺には 5 つのコミューンに 2 万

6,000 人の住民が生活しており、主な生計は、農業、ツーリズム、水産養殖業など

である。湿地保護・保全にコミュニティの積極的な参加を促している。湿地及び

その周辺の濫開発（エビ養殖池、塩田、貝養殖など）、資源の過剰採取などが問題

である。XTNP の管理・運営にあたっては、現在 20 名が勤務しているが、人材・

人員不足があげられる。現在、年間スタッフ１人あたり、6 億ドン、総計で 300

億ドンが DARD より支給される。XTNP はナムディン省 PPC－DARD の管理下に

ある。（今後状況は改善する見込み） 

 XTNP では他の関係者との協力のためのガイドラインやマスタープランを持って

いる。 

 XTNP では、過去にも生物多様性についての調査を国外のドナーからの支援で実
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施してきた。しかし、結果は、断片的なものである。また、調査手法にも統一性

はなく、各ドナーが独自のマニュアルやガイドラインを提供してきた。モニタリ

ングについては、毎年、個体数のカウンティングを行う。Bird Life International が

支援。 

 XTNP の関係者 3 名が、本邦研修及びベトナムの研修に参加。また、実際に調査

に参加することで、調査手法を学ぶことができた。今後も、調査を継続すること

ができる。 

 NBDS の利用について： 

 プロジェクト終了時には、XTNP に存在するすべての種のリストが完成する

ものと理解している。それを基に、保全種やモニタリング・管理の方法を考

えていきたい。 

 プロジェクトのアウトプットには、国立公園のモニタリングのための標準化され

た指標と種リストが含まれる。これにより、生物多様性を種の個体数でモニタリ

ングすることができる。 

 2012 年 12 月に実施された調査の結果は、XTNP の実際の生物多様性を反映してい

ないようにも思われる。次回の調査実施前には調査のスコープを再検討する必要

がある。 

 

添付資料 6-2

131



収集資料リスト 

資料番号* タイトル 言語 種類 

01 ベトナム国家大学ハノイ校天然資源環境研

究センター概要(Centre for Natural Resources 

and Environmental Studies) 

英語 パンフレット 

02 ワイズ・ユースと持続的な漁業資源マニュ

アル（Manual of wise use and sustainable 

Fisheries Resources） 

ベトナム語 ブックレット 

03 ラムサールのリズム（Rhythm of Ramsar）シ

ュアン・トゥイ国立公園（No.1、 2010 年）

英語 定期刊行物 

04 ラムサールのリズム（Rhythm of Ramsar）シ

ュアン・トゥイ国立公園（No.7、2013 年）

ベトナム語 定期刊行物 

05 シュアン・トゥイ国立公園 エコーツーリ

ズムの地（A destination of Ecotourism） 

英語 パンフレット 

06 シュアン・トゥイ国立公園持続的な湿地と

マングローブの利用について（証書例） 

ベトナム語 証書 

07 国家生物多様性データベースプロジェクト

マネジメントユニット設立に関する政府決

定 （ Decision on Establishing Project 

Management Unit for Project for Development 

of National Biodiversity Database System in 

Vietnam  (No 1911/ QD-BTNTM 17th 

October, 2011)） 

英文 電子ファイル 

08 国家生物多様性データベース開発プロジェ

クト政府承認（Approval of the Project for 

“Development of the National Biodiversity 

Database System in Vietnam” （ No 1607/ 

QD-BTNMT 18th August 2011）） 

英文 電子ファイル 

09 第 4 次生物多様性条約実施に関するカント

リーレポート（4th Country Report – Vietnam’s 

Implementation of the Biodiversity Convention 

(Draft), 2008） 

英文 電子ファイル 

10 2010 年までの生物多様性国家アクションプ

ランと 2020 年までの生物多様性条約およ

びカルタゲナプロトコル実施方針の政府承

認（Decision No 79/2007/QD-TTg 31 May 

英文 電子ファイル 

添付資料 7

132



資料番号* タイトル 言語 種類 

2007. Approving the National Action Plan on 

Biodiversity up to 2010 and Orientations 

Towards 2020 for Implementation of the 

Convention on Biological Diversity and the 

Cartagena Protocol on Biosafety） 

11 国家緑の成長戦略承認（Decision No 1393/ 

QD-TTg 25th September 2012 on the Approval 

of the National Green Growth Strategy） 

英文 電子ファイル 

12 国家生物多様性データベース開発に係る予

備調査 

Preliminary Survey and Investigation for the 
Development of National Biodiversity 
Database System-Final Report, March 2010 

英文 電子ファイル 

*電子ファイル番号に対応。 

添付資料 7

133



ベトナム国

国家生物多様性データベース

システム開発プロジェクト

中間レビュー調査

平成25年5月

（2013年）

独立行政法人国際協力機構

地球環境部

環境

ＪＲ

13-245

ベ
ト
ナ
ム
国
国
家
生
物
多
様
性
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
シ
ス
テ
ム
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
中
間
レ
ビ
ュ
ー
調
査

平
成
25
年
5
月

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構


	表紙
	目次
	地図
	写真
	略語表
	中間レビュー要約表
	第１章 調査の概要
	第２章 事業実績の達成度
	第３章 評価結果
	第４章 結論
	第５章 提言
	第６章 総括所感
	別添資料
	1. Minutes of Meeting （M/M）
	2. 改訂PDM（案）和訳
	3. 評価グリッド
	4. 主要面談者リスト
	5. 面談議事録
	6-1. 調査結果要約
	6-2. 聞き取り調査結果
	7. 収集資料リスト


